
【
歯

な
ま

る
ス

マ
イ

ル
プ

ラ
ン

Ⅱ
評

価
  

集
計

表
】

※
自

動
集

計
（

入
力

シ
ー

ト
の

内
容

が
反

映
さ

れ
ま

す
。

）
令

和
元

年
度

評
価

１
．

目
標

長
崎

市
佐

世
保

市
西

彼
県

央
県

南
県

北
五

島
上

五
島

壱
岐

対
馬

私
立

学
校

県
立

学
校

受
診

者
数

（
人

）
2

,9
9

6
人

1
,8

5
3

人
8

1
0

人
2

,1
4

2
人

9
6

5
人

4
9

4
人

2
3

0
人

1
0

6
人

2
0

2
人

2
3

8
人

1
0

,0
3

6
人

む
し

歯
の

あ
る

者
（

人
）

5
7

2
人

2
3

6
人

1
3

5
人

3
8

6
人

1
9

9
人

1
3

1
人

5
6

人
1

6
人

4
1

人
5

6
人

1
,8

2
8

人
む

し
歯

の
な

い
者

の
割

合
(%

)
8

0
.9

%
8

7
.3

%
8

3
.3

%
8

2
.0

%
7

9
.4

%
7

3
.5

%
7

5
.7

%
8

4
.9

%
7

9
.7

%
7

6
.5

%
8

1
.8

%
対

象
者

数
（

人
）

2
,9

4
5

人
1

,8
5

3
人

8
5

2
人

2
,4

0
2

人
9

6
0

人
4

0
2

人
2

3
0

人
1

7
2

人
2

0
2

人
2

3
8

人
1

0
,2

5
6

人
フ

ッ
化

物
塗

布
者

（
人

）
2

,7
8

4
人

8
3

3
人

8
0

4
人

2
,0

0
8

人
8

3
5

人
2

6
8

人
2

1
5

人
1

7
0

人
1

9
8

人
2

3
4

人
8

,3
4

9
人

フ
ッ

化
物

塗
布

の
割

合
(%

)
9

4
.5

%
4

5
.0

%
9

4
.4

%
8

3
.6

%
8

7
.0

%
6

6
.7

%
9

3
.5

%
9

8
.8

%
9

8
.0

%
9

8
.3

%
8

1
.4

%
対

象
者

数
（

人
）

2
,9

8
5

人
2

,1
7

3
人

8
0

0
人

2
,5

5
4

人
1

,0
8

4
人

5
7

2
人

3
0

4
人

1
4

3
人

2
5

8
人

2
5

0
人

6
7

7
人

3
5

9
人

1
1

,8
0

0
人

永
久

歯
の

む
し

歯
本

数
（

本
）

2
,4

0
7

本
1

,3
2

4
本

4
8

9
本

2
,4

7
5

本
1

,7
1

0
本

6
0

9
本

2
7

7
本

1
1

4
本

4
3

3
本

2
3

3
本

8
4

本
1

8
2

本
1

0
,1

5
5

本
1

人
あ

た
り

の
永

久
歯

む
し

歯
数

（
本

）
0

.8
1

本
0

.6
1

本
0

.6
1

本
0

.9
7

本
1

.5
8

本
1

.0
6

本
0

.9
1

本
0

.8
0

本
1

.6
8

本
0

.9
3

本
0

.1
2

本
0

.5
1

本
0

.8
6

本
対

象
者

数
（

人
）

1
,8

7
4

人
1

,4
1

8
人

4
3

1
人

2
,1

0
5

人
7

7
5

人
4

2
7

人
2

6
5

人
1

3
9

人
2

3
0

人
1

7
5

人
7

,8
3

9
人

永
久

歯
の

む
し

歯
本

数
（

本
）

2
,4

6
2

本
2

,1
6

5
本

6
1

6
本

2
,5

3
9

本
1

,3
1

7
本

8
7

1
本

3
2

6
本

3
4

9
本

3
9

5
本

5
6

5
本

1
1

,6
0

5
本

1
人

あ
た

り
の

永
久

歯
む

し
歯

数
（

本
）

1
.3

1
本

1
.5

3
本

1
.4

3
本

1
.2

1
本

1
.7

0
本

2
.0

4
本

1
.2

3
本

2
.5

1
本

1
.7

2
本

3
.2

3
本

1
.4

8
本

対
象

者
数

（
人

）
歯

肉
に

異
常

を
有

す
る

者
（

人
）

歯
肉

に
異

常
を

有
す

る
者

の
割

合
(%

)

対
象

者
数

（
人

）
4

0
歳

代
で

喪
失

歯
の

な
い

者
（

人
）

4
0

歳
代

で
喪

失
歯

の
な

い
者

の
割

合
(%

)

対
象

者
数

（
人

）
2

0
歳

代
に

お
け

る
歯

肉
に

炎
症

所
見

を
有

す
る

者
（

人
）

2
0

歳
代

に
お

け
る

歯
肉

に
炎

症
所

見
を

有
す

る
者

の
割

合
(%

)

対
象

者
数

（
人

）
4

0
歳

代
に

お
け

る
進

行
し

た
歯

周
炎

を
有

す
る

者
（

人
）

4
0

歳
代

に
お

け
る

進
行

し
た

歯
周

炎
を

有
す

る
者

の
割

合
(%

)

対
象

者
数

（
人

）
6

0
歳

代
に

お
け

る
咀

嚼
良

好
者

（
人

）

6
0

歳
代

に
お

け
る

咀
嚼

良
好

者
の

割
合

(%
)

対
象

者
数

（
人

）
6

0
歳

代
で

2
4

歯
以

上
の

歯
を

有
す

る
者

（
人

）

6
0

歳
代

で
2

4
歯

以
上

の
歯

を
有

す
る

者
の

割
合

(%
)

対
象

者
数

（
人

）
8

0
歳

で
2

0
歯

以
上

の
歯

を
有

す
る

者
（

人
）

8
0

歳
で

2
0

歯
以

上
の

歯
を

有
す

る
者

の
割

合
(%

)

対
象

者
数

（
人

）
4

0
歳

代
に

お
け

る
進

行
し

た
歯

周
炎

を
有

す
る

者
（

人
）

4
0

歳
代

に
お

け
る

進
行

し
た

歯
周

炎
を

有
す

る
者

の
割

合
(%

)

対
象

施
設

数
（

所
）

1
8

4
か

所
実

施
施

設
数

（
所

）
9

4
か

所
介

護
老

人
福

祉
施

設
及

び
介

護
老

人
保

健
施

設
で

の
定

期
的

な
歯

科
検

診
実

施
率

(%
)

5
1

.1
%

対
象

施
設

数
（

所
）

5
2

か
所

実
施

施
設

数
（

所
）

4
2

か
所

障
害

児
・

者
施

設
で

の
定

期
的

な
歯

科
検

診
実

施
率

(%
)

8
0

.8
%

市
町

の
常

勤
歯

科
医

師
の

配
置

（
人

）
1

人
0

人
0

人
0

人
0

人
0

人
0

人
0

人
0

人
0

人
1

人
1

市
町

市
町

の
非

常
勤

歯
科

医
師

の
配

置
（

人
）

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

市
町

市
町

の
常

勤
歯

科
衛

生
士

の
配

置
（

人
）

3
人

2
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

5
人

2
市

町
市

町
の

非
常

勤
歯

科
衛

生
士

の
配

置
（

人
）

0
人

0
人

1
人

1
人

0
人

0
人

1
人

0
人

1
人

1
人

5
人

5
市

町
市

町
の

歯
科

専
門

職
の

配
置

合
計

（
人

）
4

人
2

人
1

人
1

人
0

人
0

人
1

人
0

人
1

人
1

人
1

1
人

7
市

町
歯

科
個

別
計

画
と

し
て

策
定

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
1

1
0

2
0

0
0

1
0

1
6

市
町

健
康

増
進

計
画

等
で

策
定

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
0

0
3

3
3

3
1

1
1

0
1

5
市

町
策

定
年

月

歯
科

保
健

個
別

計
画

を
策

定
中

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
市

町
歯

科
保

健
個

別
計

画
の

策
定

予
定

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
市

町
歯

科
保

健
個

別
計

画
の

策
定

を
検

討
中

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
2

市
町

歯
科

保
健

個
別

計
画

の
策

定
予

定
な

し
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

0
0

2
3

2
3

1
2

1
0

1
4

市
町

※
2

年
に

1
度

実
施

：
H

3
0

実
施

（
R

1
未

実
施

）

（
１

）
成

果
指

標
ラ

イ
フ

ス
テ

ー
ジ

ま
た

は
社

会
分

野

圏
域

保
健

所
設

置
市

県
立

保
健

所
県

内

8
1

.4
%

8
1

.2
%

8
0

.4
%

県
全

体
歯

な
ま

る
Ⅱ

R
1

評
価

前
年

度
の

状
況

H
2

8
基

準

１
．

乳
幼

児
期

目
標

評
価

1
.6

7
本

1
.2

2
本

以
下

中
・

高
校

生
の

歯
肉

に
異

常
を

有
す

る
者

の
割

合
の

減
少

（
R

4
目

標
：

3
.0

%
）

3
.8

%
4

.0
%

3
.5

%
3

%9
0

%

3
歳

児
の

む
し

歯
の

な
い

者
の

割
合

を
8

５
%

以
上

（
R

4
目

標
）

8
1

.8
%

8
0

.9
%

7
6

.9
%

8
5

%

3
歳

ま
で

に
フ

ッ
化

物
歯

面
塗

布
を

受
け

た
こ

と
の

あ
る

者
の

割
合

の
増

加
（

R
4

目
標

：
9

0
%

）

２
．

学
齢

期

1
2

歳
の

一
人

平
均

む
し

歯
の

本
数

の
減

少
（

R
4

目
標

：
0

.8
5

本
以

下
）

0
.9

1
本

0
.9

5
本

1
.1

5
本

0
.8

5
本

以
下

1
5

歳
の

一
人

平
均

む
し

歯
の

本
数

の
減

少
（

R
4

目
標

：
1

.2
2

本
以

下
）

1
.4

8
本

1
.4

4
本

2
5

%

4
0

歳
代

に
お

け
る

進
行

し
た

歯
周

炎
を

有
す

る
者

の
割

合
の

減
少

（
R

4
目

標
：

2
5

%
）

5
2

.2
%

2
5

%

３
．

成
人

期

4
0

歳
代

で
喪

失
歯

の
な

い
者

の
増

加
（

R
4

目
標

：
8

0
%

）
7

1
.7

%
8

0
%

2
0

歳
代

に
お

け
る

歯
肉

に
炎

症
所

見
を

有
す

る
者

の
割

合
の

減
少

（
R

4
目

標
：

2
5

%
）

7
2

.7
%

7
0

%

8
0

歳
で

2
0

歯
以

上
の

歯
を

有
す

る
者

の
増

加
（

R
4

目
標

：
5

0
%

）
3

1
.5

%
5

0
%

４
．

高
齢

期

6
0

歳
代

に
お

け
る

咀
嚼

良
好

者
の

増
加

（
R

4
目

標
：

9
0

%
）

7
6

.2
%

9
0

%

6
0

歳
代

で
2

4
歯

以
上

の
歯

を
有

す
る

者
の

増
加

（
R

4
目

標
：

7
0

%
）

5
6

.3
%

6
0

歳
代

に
お

け
る

進
行

し
た

歯
周

炎
を

有
す

る
者

の
割

合
の

減
少

（
R

4
目

標
：

4
5

%
）

7
3

.9
%

4
5

%

介
護

老
人

福
祉

施
設

及
び

介
護

老
人

保
健

施
設

で
の

定
期

的
な

歯
科

検
診

実
施

率
の

増
加

（
R

4
目

標
：

6
0

%
）

5
1

.1
%

5
1

.1
%

5
2

.6
%

6
0

%

7
市

町
増

加

市
町

の
個

別
歯

科
保

健
計

画
策

定
の

増
加

（
R

4
目

標
：

増
加

）
※

R
2.

1
2

現
在

の
状

況
で

回
答

を
お

願
い

し
ま

す
。

6
市

町
5

市
町

6
市

町
増

加

５
．

障
害

児
・

者
の

歯
科

保
健

対
策

障
害

児
・

者
施

設
で

の
定

期
的

な
歯

科
検

診
実

施
率

の
増

加
（

R
4

目
標

：
8

0
%

）
8

0
.8

%
7

8
.8

%
7

6
.9

%
8

0
%

（
参

考
）

歯
科

保
健

個
別

計
画

の
策

定
を

検
討

し
て

い
ま

す
か

。
※

R
2.

1
2

現
在

の
状

況
で

回
答

を
お

願
い

し
ま

す
。

６
．

歯
科

保
健

体
制

の
強

化
（

A
.歯

科
保

健
強

化
の

た
め

の
体

制
づ

く
り

）

市
町

の
歯

科
専

門
職

の
配

置
の

増
加

（
R

4
目

標
：

増
加

）
7

市
町

(H
30
）



（
２

）
活

動
指

標

長
崎

市
佐

世
保

市
西

彼
県

央
県

南
県

北
五

島
上

五
島

壱
岐

対
馬

私
立

学
校

県
立

学
校

対
象

施
設

数
（

ヶ
所

）
1

5
7

か
所

1
0

3
か

所
4

6
か

所
1

1
3

か
所

8
5

か
所

4
0

か
所

2
0

か
所

1
3

か
所

1
9

か
所

1
8

か
所

6
1

4
ヶ

所
実

施
施

設
数

（
ヶ

所
）

1
0

5
か

所
8

2
か

所
4

3
か

所
8

6
か

所
7

4
か

所
4

0
か

所
2

0
か

所
1

3
か

所
1

9
か

所
1

8
か

所
5

0
0

ヶ
所

実
施

率
(%

)
6

6
.9

%
7

9
.6

%
9

3
.5

%
7

6
.1

%
8

7
.1

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

8
1

.4
%

未
達

成
対

象
施

設
数

（
ヶ

所
）

6
9

か
所

4
6

か
所

2
2

か
所

5
1

か
所

4
5

か
所

2
6

か
所

1
4

か
所

1
3

か
所

1
8

か
所

1
9

か
所

6
か

所
3

2
9

ヶ
所

実
施

施
設

数
（

ヶ
所

）
6

9
か

所
4

6
か

所
2

2
か

所
5

1
か

所
4

5
か

所
2

6
か

所
1

4
か

所
1

3
か

所
1

8
か

所
1

9
か

所
4

か
所

3
2

7
ヶ

所
実

施
率

(%
)

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

6
6

.7
%

9
9

.4
%

未
達

成
対

象
施

設
数

（
ヶ

所
）

3
9

か
所

2
6

か
所

1
1

か
所

2
3

か
所

2
0

か
所

1
7

か
所

1
1

か
所

6
か

所
4

か
所

1
3

か
所

1
1

か
所

3
か

所
1

8
4

ヶ
所

実
施

施
設

数
（

ヶ
所

）
1

7
か

所
2

6
か

所
4

か
所

9
か

所
1

3
か

所
4

か
所

0
か

所
6

か
所

4
か

所
1

3
か

所
2

か
所

3
か

所
1

0
1

ヶ
所

実
施

率
(%

)
4

3
.6

%
1

0
0

.0
%

3
6

.4
%

3
9

.1
%

6
5

.0
%

2
3

.5
%

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
8

.2
%

1
0

0
.0

%
5

4
.9

%
未

達
成

対
象

施
設

数
（

ヶ
所

）
1

0
8

か
所

7
2

か
所

3
3

か
所

7
4

か
所

6
3

か
所

4
3

か
所

2
5

か
所

1
8

か
所

2
2

か
所

3
2

か
所

4
0

か
所

7
6

か
所

6
0

6
か

所

実
施

施
設

数
（

ヶ
所

）
1

0
8

か
所

7
2

か
所

3
3

か
所

7
4

か
所

6
3

か
所

4
3

か
所

2
5

か
所

1
8

か
所

2
2

か
所

3
2

か
所

4
0

か
所

7
6

か
所

6
0

6
か

所

実
施

率
(%

)
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

1
0

0
.0

%
1

0
0

.0
%

達
成

対
象

者
数

（
人

）
過

去
1

年
間

に
歯

科
健

康
診

査
を

受
診

し
た

者
（

人
）

過
去

1
年

間
に

歯
科

健
康

診
査

を
受

診
し

た
者

の
割

合
(%

)

妊
産

婦
歯

科
健

診
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

1
1

2
3

3
0

0
1

1
1

1
3

市
町

妊
産

婦
歯

科
保

健
指

導
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

1
1

0
4

1
2

0
1

1
1

1
2

市
町

妊
産

婦
歯

科
相

談
・

健
康

教
室

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
1

1
1

1
2

0
1

1
0

1
9

市
町

○
実

施
市

町
数

1
1

2
5

3
2

1
1

1
1

1
8

市
町

歯
科

健
診

（
歯

周
病

検
診

）
の

実
施

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
1

1
1

4
3

0
0

0
0

1
1

1
市

町
歯

科
保

健
指

導
（

検
査

含
）

の
実

施
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

1
1

0
2

1
0

0
0

0
1

6
市

町
歯

科
相

談
・

研
修

/予
防

教
室

の
実

施
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

1
1

0
2

3
0

0
0

0
1

8
市

町
○

実
施

市
町

数
1

1
1

5
3

0
0

0
0

1
1

2
市

町
健

康
増

進
事

業
実

施
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

1
1

2
5

1
2

0
1

1
0

1
4

市
町

市
町

独
自

の
歯

周
病

検
診

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
1

1
1

0
2

1
0

1
0

0
7

市
町

そ
の

他
独

自
の

成
人

歯
科

健
診

（
妊

産
婦

除
く

）
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

1
1

0
0

1
0

1
0

0
0

4
市

町
○

実
施

市
町

数
1

1
3

5
3

2
1

1
1

0
1

8
市

町
対

象
者

数
（

人
）

過
去

1
年

間
に

歯
科

健
康

診
査

を
受

診
し

た
者

（
人

）

過
去

1
年

間
に

歯
科

健
康

診
査

を
受

診
し

た
者

の
割

合
(%

)

健
康

増
進

事
業

実
施

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
1

1
2

5
1

2
0

1
1

0
1

4
市

町
独

自
の

歯
周

病
検

診
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

1
1

1
0

2
1

0
1

0
0

7
そ

の
他

独
自

の
成

人
歯

科
健

診
（

妊
産

婦
除

く
）

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
1

1
0

0
1

0
1

0
0

0
4

○
実

施
市

町
数

1
1

3
5

3
2

1
1

1
0

1
8

市
町

実
施

有
無

実
施

3
0

0
.0

%

回
数

3
回

達
成

実
施

有
無

未
実

施

回
数

回

実
施

有
無

実
施

3
0

.8
%

回
数

4
回

未
達

成
常

勤
歯

科
医

師
を

配
置

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

市
町

非
常

勤
歯

科
医

師
を

配
置

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
市

町
常

勤
歯

科
衛

生
士

を
配

置
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

2
市

町
非

常
勤

歯
科

衛
生

士
を

配
置

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
0

0
1

1
0

0
1

0
1

1
5

市
町

常
勤

歯
科

専
門

職
の

配
置

を
検

討
中

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
市

町
非

常
勤

歯
科

専
門

職
の

配
置

を
検

討
中

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1

市
町

R
1

～
R

4
中

に
歯

科
専

門
職

の
配

置
を

検
討

し
た

い
　

（
※

1
を

記
入

し
た

市
町

数
）

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
市

町
歯

科
専

門
職

の
配

置
の

検
討

を
し

て
い

な
い

　
（

※
1

を
記

入
し

た
市

町
数

）
0

0
3

4
3

2
0

2
0

0
1

4
市

町
歯

科
専

門
職

の
配

置
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

る
市

町
数

（
配

置
済

含
）

1
1

1
1

0
1

1
0

1
1

8
市

町

実
施

有
無

実
施

2
0

0
.0

%

回
数

2
回

達
成

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
ま

た
は

社
会

分
野

圏
域

保
健

所
設

置
市

県
立

保
健

所
県

内

１
．

乳
幼

児
期

認
可

保
育

所
・

幼
稚

園
・

認
定

こ
ど

も
園

で
の

フ
ッ

化
物

洗
口

実
施

施
設

の
割

合
の

増
加

（
R

4
目

標
：

8
5

%
）

8
1

.4
%

7
6

.2
%

6
7

.8
%

8
5

%

県
全

体
歯

な
ま

る
Ⅱ

H
3

0
評

価
前

年
度

の
状

況
H

2
8

基
準

目
標

評
価

1
0

0
%

年
１

回
以

上
全

小
学

校
・

中
学

校
・

高
等

学
校

に
対

し
、

歯
周

病
対

策
に

係
る

情
報

提
供

の
実

施
。

（
R

4
目

標
：

1
0

0
%

）

1
0

0
.0

%
-

-
1

0
0

%

２
．

学
齢

期

小
学

校
で

の
フ

ッ
化

物
洗

口
実

施
校

率
1

0
0

%
維

持
（

R
4

目
標

）
9

9
.4

%
1

0
0

.0
%

8
3

.0
%

1
0

0
%

維
持

中
学

校
で

の
フ

ッ
化

物
洗

口
実

施
校

率
の

増
加

※
R2

に
1

0
0

%
、

以
降

1
0

0
%

維
持

（
R

4
目

標
）

5
4

.9
%

2
2

.3
%

1
3

.6
%

３
．

成
人

期

過
去

1
年

間
に

歯
科

健
康

診
査

を
受

診
し

た
者

の
割

合
の

増
加

（
R

4
目

標
：

6
5

%
）

-
5

7
.2

%
6

5
%

妊
産

婦
を

対
象

と
し

た
歯

科
健

診
、

相
談

・
健

康
教

育
を

全
市

町
で

実
施

（
R

4
目

標
）

8
5

.7
%

2
0

市
町

1
9

市
町

4
0

歳
以

上
を

対
象

と
し

た
歯

科
健

診
（

健
康

増
進

事
業

の
歯

周
病

検
診

含
む

）
を

全
市

町
で

実
施

（
R

4
目

標
）

8
5

.7
%

1
8

市
町

1
8

市
町

2
1

市
町

未
達

成

2
1

市
町

未
達

成

若
い

世
代

（
2

0
～

3
9

歳
）

を
対

象
と

し
た

歯
科

疾
患

対
策

（
歯

科
健

診
[歯

周
病

検
診

]、
相

談
、

研
修

、
予

防
教

室
等

）
を

全
市

町
で

実
施

（
R

4
目

標
）

5
7

.1
%

1
1

市
町

1
2

市
町

2
1

市
町

未
達

成

2
1

市
町

未
達

成

５
．

障
害

児
・

者
の

歯
科

保
健

対
策

障
害

児
・

者
施

設
を

対
象

と
し

た
口

腔
ケ

ア
等

に
関

す
る

研
修

の
実

施
（

R
4

目
標

：
年

1
回

以
上

）
未

実
施

1
回

年
1

回
以

上

障
害

児
・

者
施

設
を

対
象

と
し

た
ニ

ー
ズ

把
握

（
R

4
目

標
：

実
施

）
未

達
成

未
実

施

４
．

高
齢

期

【
再

掲
】

過
去

1
年

間
に

歯
科

健
康

診
査

を
受

診
し

た
者

の
割

合
の

増
加

（
R

4
目

標
：

6
5

%
）

-
5

7
.2

%
6

5
%

【
再

掲
】

4
0

歳
以

上
を

対
象

と
し

た
歯

科
健

診
（

健
康

増
進

事
業

の
歯

周
病

検
診

含
む

）
を

全
市

町
で

実
施

（
R

4
目

標
）

8
5

.7
%

1
8

市
町

1
8

市
町

７
市

町
2

1
市

町

未
達

成

６
．

歯
科

保
健

体
制

の
強

化
（

B
.災

害
時

の
歯

科
保

健
）

県
歯

科
医

師
会

、
県

警
、

第
7

管
区

海
上

保
安

部
、

県
（

危
機

管
理

課
・

医
療

政
策

課
・

国
保

・
健

康
増

進
課

（
長

崎
県

口
腔

保
健

支
援

セ
ン

タ
ー

）
）

と
災

害
に

関
す

る
協

議
会

の
開

催
（

R
4

目
標

：
年

1
回

以
上

）

1
回

1
回

年
1

回
以

上

未
実

施
実

施

６
．

歯
科

保
健

体
制

の
強

化
（

A
.歯

科
保

健
強

化
の

た
め

の
体

制
づ

く
り

）

地
域

へ
の

歯
科

専
門

職
の

派
遣

の
増

加
（

R
4

目
標

：
増

加
）

1
0

回
1

3
回

増
加

歯
科

専
門

職
の

配
置

に
つ

い
て

検
討

す
る

市
町

の
増

加
（

配
置

済
含

）

3
8

.1
%

8
市

町



※
下

記
は

、
R

2
.1

2
現

在
の

デ
ー

タ
で

す
。

更
新

は
朱

書
き

し
て

く
だ

さ
い

※
こ

の
欄

は
自

動
計

算
で

す
（

R
2

.1
2

現
在

）

策
定

年
度

計
画

策
定

状
況

左
記

計
画

名
歯

科
保

健
個

別
計

画
の

検
討

状
況

科
保

健
個

別
計

画
を

策
定

し
な

い
理

由
、

ま
た

は
歯

科
保

健
個

別
計

画
策

定
予

定
（

予
定

年
度協

議
会

設
置

別
途

協
議

す
る

場
の

設
置

未
設

置

政
令

市
長

崎
市

平
成

2
4

年
度

策
定

歯
科

個
別

計
画

長
崎

市
歯

科
口

腔
保

健
推

進
計

画
策

定
済

○

政
令

市
佐

世
保

市
平

成
2

4
年

度
策

定
歯

科
個

別
計

画
佐

世
保

市
 歯

・
口

腔
の

健
康

づ
く

り
推

進
計

画
策

定
済

○

県
南

島
原

市
平

成
2

5
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

健
康

し
ま

ば
ら

２
１

（
第

2
次

）
予

定
な

し
健

康
づ

く
り

計
画

に
お

い
て

、
歯

や
口

の
健

康
に

つ
い

て
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

所
で

あ
り

、
ま

た
、

毎
年

、
歯

科
保

健
推

進
協

議
会

に
て

協
議

も
行

っ
て

い
る

た
め

、
現

状
で

は
歯

科
保

健
個

別
計

画
の

必
要

性
を

感
じ

な
い

。
○

県
央

諫
早

市
平

成
2

5
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

健
康

い
さ

は
や

２
１

（
第

３
次

）
予

定
な

し
健

康
増

進
計

画
に

歯
科

項
目

が
あ

る
た

め
○

県
央

大
村

市
平

成
2

7
年

度
策

定
歯

科
個

別
計

画
第

２
次

お
お

む
ら

歯
な

ま
る

ス
マ

イ
ル

２
１

計
画

策
定

済
○

県
北

平
戸

市
平

成
2

4
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

い
き

い
き

平
戸

2
1

（
第

二
次

）
予

定
な

し
健

康
づ

く
り

計
画

に
歯

科
計

画
も

含
ん

で
い

る
た

め
。

○

県
北

松
浦

市
平

成
2

6
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

松
浦

市
健

康
づ

く
り

総
合

計
画

い
き

い
き

松
浦

２
１

予
定

な
し

歯
科

を
含

め
た

健
康

づ
く

り
計

画
の

策
定

が
あ

る
こ

と
。

○

対
馬

対
馬

市
平

成
2

4
年

度
策

定
歯

科
個

別
計

画
歯

な
ま

る
ス

マ
イ

ル
プ

ラ
ン

（
対

馬
市

版
）

策
定

済
○

壱
岐

壱
岐

市
平

成
2

9
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

壱
岐

市
保

健
事

業
計

画
（

第
2

次
）

予
定

な
し

歯
科

を
含

め
た

保
健

事
業

計
画

（
第

2
次

）
の

策
定

が
あ

る
た

め
。

○

五
島

五
島

市
平

成
2

5
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

五
島

市
健

康
づ

く
り

計
画

予
定

な
し

五
島

市
健

康
づ

く
り

計
画

で
網

羅
さ

れ
て

お
り

、
計

画
見

直
し

予
定

時
期

に
な

っ
て

お
り

、
併

せ
て

歯
科

保
健

も
同

時
に

見
直

す
予

定
で

あ
る

○

西
彼

西
海

市
平

成
2

4
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

第
二

次
健

康
さ

い
か

い
２

１
予

定
な

し
健

康
づ

く
り

計
画

の
中

に
、

歯
科

保
健

に
関

す
る

部
分

を
含

ん
で

い
る

。
○

県
南

雲
仙

市
平

成
2

4
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

健
康

う
ん

ぜ
ん

２
１

（
第

２
次

）
検

討
中

次
期

健
康

づ
く

り
計

画
策

定
時

に
個

別
計

画
と

す
る

か
検

討
す

る
。

○

歯
科

保
健

を
協

議
す

る
場

(R
1

.1
現

状
）

歯
科

保
健

計
画

の
策

定
状

況

２
．

（
R

2
.1

2
現

在
）

市
町

の
歯

科
保

健
体

制
の

現
状

 



策
定

年
度

計
画

策
定

状
況

左
記

計
画

名
歯

科
保

健
個

別
計

画
の

検
討

状
況

科
保

健
個

別
計

画
を

策
定

し
な

い
理

由
、

ま
た

は
歯

科
保

健
個

別
計

画
策

定
予

定
（

予
定

年
度協

議
会

設
置

別
途

協
議

す
る

場
の

設
置

未
設

置

歯
科

保
健

を
協

議
す

る
場

(R
1

.1
現

状
）

歯
科

保
健

計
画

の
策

定
状

況

県
南

南
島

原
市

平
成

2
5

年
度

策
定

健
康

づ
く

り
計

画
南

島
原

市
　

こ
こ

ろ
と

体
、

口
腔

の
健

康
づ

く
り

、
食

育
推

進
計

画
（

ひ
ま

わ
り

プ
ラ

ン
Ⅲ

）
予

定
な

し
健

康
づ

く
り

計
画

の
中

に
策

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

こ
ろ

と
体

や
食

育
推

進
と

合
わ

せ
て

推
進

し
て

い
き

た
い

た
め

。
○

西
彼

長
与

町
平

成
2

4
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

第
2

次
健

康
な

が
よ

2
1

予
定

な
し

健
康

増
進

計
画

の
中

で
他

分
野

と
連

動
し

た
計

画
と

し
て

推
進

し
て

い
く

た
め

。
○

西
彼

時
津

町
平

成
2

5
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

健
康

と
ぎ

つ
２

１
（

第
二

次
）

検
討

中
歯

科
保

健
個

別
計

画
策

定
予

定
（

未
定

）
○

県
央

東
彼

杵
町

平
成

2
7

年
度

策
定

健
康

づ
く

り
計

画
健

康
東

そ
の

ぎ
２

１
（

第
２

次
）

予
定

な
し

健
康

づ
く

り
計

画
の

中
に

、
歯

科
保

健
に

関
す

る
部

分
を

含
ん

で
い

る
た

め
、

新
た

に
計

画
を

策
定

す
る

負
担

を
省

く
た

め
。

○

県
央

川
棚

町
平

成
2

7
年

度
策

定
歯

科
個

別
計

画
川

棚
町

歯
科

保
健

推
進

計
画

策
定

済
○

県
央

波
佐

見
町

平
成

2
7

年
度

策
定

健
康

づ
く

り
計

画
健

康
は

さ
み

２
１

（
第

２
次

）
予

定
な

し
歯

科
保

健
単

独
で

の
計

画
を

策
定

す
る

余
力

が
な

い
。

○

上
五

島
小

値
賀

町
平

成
2

6
年

度
策

定
歯

科
個

別
計

画
小

値
賀

町
歯

科
保

健
事

業
計

画
策

定
済

○

県
北

佐
々

町
平

成
2

6
年

度
策

定
健

康
づ

く
り

計
画

健
康

さ
ざ

２
１

佐
々

町
健

康
増

進
計

画
佐

々
町

食
育

推
進

計
画

予
定

な
し

健
康

増
進

計
画

の
中

で
他

分
野

と
連

動
し

た
計

画
と

し
て

推
進

し
て

い
く

た
め

。
○

上
五

島
新

上
五

島
町

平
成

3
0

年
度

策
定

令
和

2
年

度
策

定

健
康

づ
く

り
計

画
こ

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

計
画

新
上

五
島

町
健

康
づ

く
り

計
画

新
上

五
島

町
第

2
期

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
計

画
予

定
な

し
専

門
職

が
配

置
さ

れ
て

い
な

い
な

か
、

個
別

計
画

策
定

の
検

討
に

至
っ

て
い

な
い

。
○

歯
科

保
健

個
別

計
画

6
市

町
計

1
1

1
0

0



（
１

）
乳

幼
児

期

普
及

啓
発

健
診

・
健

診
検

査
を

含
む

歯
科

保
健

指
導

予
防

体
制

（
塗

布
・

洗
口

等
）

独
自

の
歯

科
に

関
す

る
助

成
制

度
教

室
・

研
修

一
般

的
な

歯
科

保
健

相
談

・
指

導
そ

の
他

む
し

歯
予

防
教

室
○

○
○

1
歳

6
か

月
児

健
康

診
査

○
○

○
○

2
歳

児
歯

科
健

診
（

1
歳

6
か

月
児

歯
科

健
診

結
果

に
よ

り
ハ

イ
リ

ス
ク

児
選

出
し

、
実

○
○

○
○

○
歯

育
て

健
診

（
歯

科
健

診
及

び
フ

ッ
化

物
塗

布
）

○
○

○
○

○
○

わ
く

わ
く

歯
磨

き
推

進
事

業
（

1
歳

6
か

月
児

歯
科

健
診

時
に

、
仕

上
げ

磨
き

用
歯

ブ
ラ

シ
を

配
布

）
○

○
○

歯
科

予
防

処
置

事
業

（
1

歳
6

か
月

・
2

歳
児

歯
科

健
診

時
に

、
フ

ッ
化

物
歯

面
塗

布
を

○
○

○
フ

ッ
化

物
歯

磨
剤

の
配

布
（

1
歳

6
か

月
児

歯
科

健
診

時
に

配
布

）
○

○
３

歳
児

健
康

診
査

○
○

○
　

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

○
○

○
１

０
か

月
児

歯
科

育
児

相
談

事
業

○
　

　
○

○
子

育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

健
康

教
育

○
○

わ
い

わ
い

広
場

○
○

○
1

歳
6

か
月

児
健

康
診

査
○

○
○

2
歳

児
経

過
歯

科
健

診
（

1
歳

6
か

月
児

健
診

後
フ

ォ
ロ

ー
事

業
）

○
○

歯
み

ん
ぐ

・
ル

ー
ム

○
○

3
歳

児
健

康
診

査
○

○
○

親
子

の
つ

ど
い

○
○

歯
科

健
康

教
室

（
市

内
保

育
所

・
幼

稚
園

・
認

定
こ

ど
も

園
・

子
育

て
ｻｰ

ｸﾙ
か

ら
の

講
師

派
遣

依
頼

）
○

○
○

フ
ッ

化
物

洗
口

実
施

状
況

意
向

調
査

佐
世

保
市

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
保

育
所

・
幼

稚
園

・
認

定
こ

ど
も

園
へ

の
補

助
及

び
市

歯
科

医
師

会
と

の
連

携
）

　
　

○
○

　

幼
児

歯
科

健
康

診
査

○
フ

ッ
素

塗
布

事
業

○
フ

ッ
化

物
洗

口
推

進
事

業
○

諫
早

市
子

育
て

支
援

ガ
イ

ド
○

諫
早

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（

更
新

）
○

乳
児

健
康

相
談

○
1

歳
6

か
月

児
健

康
診

査
○

○
2

歳
6

か
月

児
歯

科
健

康
診

査
○

○
○

3
歳

児
健

康
診

査
○

○
フ

ッ
化

物
洗

口
事

業
意

向
調

査
○

フ
ッ

化
物

洗
口

事
業

○

県
央

諫
早

市

政
令

市

３
．

令
和

元
年

度
の

取
り

組
み

状
況

内
容

区
分

事
業

名
及

び
事

業
概

略
、

ま
た

は
予

算
事

業
外

対
応

佐
世

保
市

政
令

市
長

崎
市

県
南

島
原

市



普
及

啓
発

健
診

・
健

診
検

査
を

含
む

歯
科

保
健

指
導

予
防

体
制

（
塗

布
・

洗
口

等
）

独
自

の
歯

科
に

関
す

る
助

成
制

度
教

室
・

研
修

一
般

的
な

歯
科

保
健

相
談

・
指

導
そ

の
他

内
容

区
分

事
業

名
及

び
事

業
概

略
、

ま
た

は
予

算
事

業
外

対
応

母
子

健
康

手
帳

交
付

時
の

個
別

指
導

○
○

乳
幼

児
す

く
す

く
健

康
相

談
で

の
歯

科
衛

生
士

に
よ

る
個

別
指

導
○

○
次

世
代

む
し

歯
予

防
対

策
事

業
（

1
歳

6
か

月
児

・
3

歳
児

健
診

・
幼

稚
園

・
保

育
所

等
フ

ッ
化

物
洗

口
）

○
○

○
○

フ
ッ

化
物

洗
口

事
業

○
○

フ
ッ

化
物

塗
布

事
業

○
○

○
○

○
乳

幼
児

健
診

時
歯

科
衛

生
士

に
よ

る
個

別
歯

科
指

導
○

○
1

歳
６

か
月

児
（

フ
ッ

化
物

塗
布

も
含

む
）

、
3

歳
児

歯
科

健
診

○
○

○
○

乳
幼

児
相

談
○

○
1

歳
6

か
月

児
健

診
、

3
歳

児
健

診
○

○
フ

ッ
化

物
塗

布
事

業
○

○
○

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

○
健

康
保

育
○

○
乳

児
健

診
○

○
地

域
子

育
て

支
援

事
業

○
○

2
歳

児
歯

科
健

診
○

○
○

○
○

幼
児

健
診

○
○

○
○

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

○
○

よ
い

歯
の

教
室

(3
～

5
歳

)
○

○
○

も
う

す
ぐ

1
年

生
の

歯
磨

き
教

室
(年

長
児

)
○

○
○

乳
幼

児
歯

科
相

談
事

業
○

○
歯

な
ま

る
教

室
○

○
フ

ッ
化

物
塗

布
事

業
○

○
1

0
か

月
健

診
健

診
○

○
○

1
歳

6
か

月
健

診
○

○
○

○
3

歳
児

健
診

○
○

○
○

2
歳

児
健

康
相

談
（

２
歳

児
を

対
象

に
虫

歯
予

防
講

話
・

人
形

劇
・

染
め

出
し

ブ
ラ

ッ
シ

ン
グ

を
実

施
）

○
○

○

フ
ッ

化
物

洗
口

事
業

（
幼

稚
園

・
保

育
園

・
認

定
こ

ど
も

園
で

実
施

）
○

○
ピ

カ
ピ

カ
歯

っ
ぴ

ー
教

室
（

幼
稚

園
・

保
育

園
・

認
定

こ
ど

も
園

で
4

，
5

歳
児

対
象

に
虫

歯
予

防
講

話
・

染
め

出
し

ブ
ラ

ッ
シ

ン
グ

を
実

施
）

○
○

○

幼
児

歯
科

相
談

（
１

歳
6

か
月

健
診

、
2

歳
児

健
康

相
談

で
の

う
蝕

ハ
イ

リ
ス

ク
児

に
対

し
て

歯
科

指
導

、
フ

ッ
化

物
塗

布
を

実
施

）
○

○
○

○

乳
幼

児
健

診
（

乳
児

・
1

.6
・

3
.6

）
　

　
（

フ
ッ

化
物

塗
布

は
1

.6
健

診
の

み
）

○
○

○
○

○
乳

幼
児

相
談

　
歯

科
相

談
○

○
保

育
所

・
幼

稚
園

等
施

設
に

お
け

る
フ

ッ
化

物
洗

口
○

赤
ち

ゃ
ん

健
康

相
談

○
○

1
.6

歳
健

診
、

２
歳

児
親

子
歯

科
健

診
、

３
歳

児
健

康
診

査
○

○
○

○
　

パ
パ

マ
マ

ひ
ろ

ば
○

○
○

乳
幼

児
フ

ッ
化

物
塗

布
事

業
○

○
フ

ッ
化

物
洗

口
普

及
事

業
○

○

壱
岐

壱
岐

市

県
央

大
村

市

五
島

五
島

市

県
北

平
戸

市

県
北

松
浦

市

対
馬

対
馬

市

西
彼

西
海

市

県
南

雲
仙

市



普
及

啓
発

健
診

・
健

診
検

査
を

含
む

歯
科

保
健

指
導

予
防

体
制

（
塗

布
・

洗
口

等
）

独
自

の
歯

科
に

関
す

る
助

成
制

度
教

室
・

研
修

一
般

的
な

歯
科

保
健

相
談

・
指

導
そ

の
他

内
容

区
分

事
業

名
及

び
事

業
概

略
、

ま
た

は
予

算
事

業
外

対
応

幼
児

フ
ッ

化
塗

布
（

1
～

3
歳

児
対

象
、

歯
科

医
院

に
て

個
別

に
塗

布
）

(島
原

南
高

歯
科

医
師

会
へ

委
託

)
○

○

親
子

歯
科

健
康

診
査

（
2

歳
以

上
3

歳
未

満
児

対
象

、
集

団
指

導
や

歯
科

診
察

を
実

施
）

○
○

幼
児

フ
ッ

化
物

洗
口

（
4

～
5

歳
児

対
象

、
市

内
の

幼
稚

園
・

保
育

園
・

認
定

こ
ど

も
園

で
実

施
時

の
資

材
提

供
）

○

お
誕

生
相

談
（

1
歳

児
対

象
）

○
フ

ッ
素

塗
布

事
業

（
1

歳
3

ヵ
月

児
、

2
歳

3
ヵ

月
児

、
2

歳
9

ヵ
月

児
）

○
フ

ッ
化

物
洗

口
事

業
（

保
育

園
8

か
所

、
幼

稚
園

2
園

）
○

幼
児

健
診

（
1

歳
9

ヵ
月

児
、

3
歳

児
）

○
4

ヵ
月

健
診

○
○

1
歳

児
相

談
○

○
1

歳
8

ヵ
月

健
診

○
○

○
○

○
か

か
り

つ
け

歯
科

医
検

診
（

1
歳

1
1

ヵ
月

～
2

歳
5

ヵ
月

）
（

西
彼

歯
科

医
師

会
へ

委
託

）
○

○
○

○

2
歳

3
ヵ

月
児

相
談

○
○

3
歳

児
健

診
○

○
○

町
立

保
育

所
が

実
施

す
る

フ
ッ

化
物

洗
口

○
○

私
立

保
育

所
が

実
施

す
る

フ
ッ

化
物

洗
口

へ
の

補
助

○
私

立
幼

稚
園

が
実

施
す

る
フ

ッ
化

物
洗

口
へ

の
補

助
○

認
定

こ
ど

も
園

が
実

施
す

る
フ

ッ
化

物
洗

口
へ

の
補

助
○

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
認

定
こ

ど
も

園
）

○
乳

児
相

談
に

お
け

る
集

団
で

の
歯

科
保

健
指

導
○

1
.6

歳
児

健
診

、
2

歳
児

歯
科

健
診

、
3

歳
児

健
診

、
5

歳
児

発
達

健
診

に
お

け
る

歯
科

検
診

、
個

別
歯

科
保

健
指

導
、

集
団

歯
科

保
健

指
導

（
5

歳
児

発
達

健
診

を
の

ぞ
く

）
○

１
歳

６
か

月
児

・
３

歳
児

健
康

診
査

の
折

に
フ

ッ
素

塗
布

（
希

望
者

の
み

）
○

○
○

○
５

歳
児

発
達

診
査

の
折

に
フ

ッ
素

塗
布

（
希

望
者

の
み

）
○

○
○

○
保

育
園

・
子

ど
も

園
の

フ
ッ

化
物

洗
口

事
業

○
○

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
保

育
園

・
こ

ど
も

園
へ

の
フ

ッ
化

物
洗

口
実

施
時

の
資

材
○

○
歯

科
巡

回
指

導
（

保
育

園
・

こ
ど

も
園

へ
の

ブ
ラ

ッ
シ

ン
グ

指
導

及
び

健
康

教
育

）
○

乳
児

健
康

相
談

（
９

～
1

0
ケ

月
児

に
お

け
る

歯
科

相
談

）
　

○
○

各
健

診
で

の
歯

科
健

診
と

歯
科

指
導

、
2

歳
児

・
5

歳
児

健
診

時
の

歯
科

検
診

・
フ

ッ
化

物
塗

布
、

歯
科

指
導

○
○

フ
ッ

素
塗

布
事

業
○

○
○

○
子

ど
も

園
フ

ッ
化

物
洗

口
○

○
親

子
む

し
歯

予
防

教
室

○
○

○
長

崎
県

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
で

の
全

実
施

）
○

１
歳

児
歯

科
教

室
（

歯
科

医
師

に
よ

る
講

話
、

歯
科

衛
生

士
に

よ
る

フ
ッ

素
塗

布
）

○
○

○
○

１
歳

半
健

診
、

３
歳

児
健

診
で

の
フ

ッ
化

物
塗

布
○

○
○

○
幼

児
（

２
歳

・
２

歳
半

・
３

歳
児

）
歯

科
検

診
（

歯
科

検
診

、
フ

ッ
素

塗
布

）
○

○
○

○

西
彼

時
津

町

県
央

東
彼

杵
町

西
彼

長
与

町

県
南

南
島

原
市

県
央

川
棚

町

県
央

波
佐

見
町

県
北

佐
々

町

上
五

島
小

値
賀

町



普
及

啓
発

健
診

・
健

診
検

査
を

含
む

歯
科

保
健

指
導

予
防

体
制

（
塗

布
・

洗
口

等
）

独
自

の
歯

科
に

関
す

る
助

成
制

度
教

室
・

研
修

一
般

的
な

歯
科

保
健

相
談

・
指

導
そ

の
他

内
容

区
分

事
業

名
及

び
事

業
概

略
、

ま
た

は
予

算
事

業
外

対
応

長
崎

県
フ

ッ
化

物
洗

口
事

業
(幼

稚
園

３
園

　
実

施
）

○
フ

ッ
素

化
物

洗
口

事
業

（
保

育
園

、
認

定
こ

ど
も

園
　

１
０

園
　

実
施

　
町

独
自

事
○

歯
科

健
診

・
フ

ッ
素

塗
布

事
業

（
概

ね
１

歳
２

か
月

～
３

歳
６

か
月

　
町

独
自

事
業

）
○

○
○

妊
婦

歯
科

健
診

（
町

独
自

事
業

）
○

○
○

歯
っ

ぴ
い

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
○

○
○

○
む

し
歯

予
防

講
話

○
県

庁
こ

ど
も

未
来

課
全

保
育

所
・

幼
稚

園
へ

の
フ

ッ
化

物
洗

口
に

係
る

情
報

提
供

（
年

１
回

以
上

）
○

県
庁

こ
ど

も
家

庭
課

1
.6

歳
児

及
び

3
歳

児
歯

科
健

康
診

査
の

結
果

の
集

計
及

び
情

報
提

供
○

長
崎

県
フ

ッ
化

物
洗

口
推

進
事

業
（

中
学

校
へ

の
補

助
、

保
育

所
・

幼
稚

園
・

認
定

こ
ど

も
園

へ
の

指
導

助
言

及
び

県
歯

科
医

師
会

へ
の

支
援

委
託

）
○

○

フ
ッ

化
物

洗
口

に
関

す
る

施
設

状
況

の
公

表
（

H
P

）
○

○
フ

ッ
化

物
洗

口
効

果
検

証
及

び
報

告
書

の
公

表
長

崎
県

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

体
制

技
術

支
援

事
業

○
○

フ
ッ

化
物

洗
口

等
効

果
検

証
委

員
会

○
歯

の
衛

生
週

間
（

歯
・

口
の

健
康

週
間

）
イ

ベ
ン

ト
○

○
○

保
育

所
、

幼
稚

園
歯

科
健

診
デ

ー
タ

収
集

・
集

計
○

歯
・

口
の

健
康

に
関

す
る

図
画

・
ポ

ス
タ

ー
コ

ン
ク

ー
ル

○
子

ど
も

虐
待

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

発
行

○
○

口
や

健
康

に
関

す
る

イ
ベ

ン
ト

で
の

歯
科

保
健

指
導

・
啓

発
○

○
市

町
健

診
事

業
（

乳
児

相
談

、
1

.6
・

2
歳

児
・

 ３
歳

で
の

母
子

事
業

）
・

フ
ッ

素
塗

布
事

業
で

対
象

児
と

保
護

者
へ

の
指

導
○

○

保
育

園
で

の
歯

科
保

健
指

導
［

長
崎

市
、

諫
早

市
］

○
○

広
報

紙
S

m
ile

yに
よ

る
啓

発
（

口
腔

の
健

康
に

関
す

る
イ

ベ
ン

ト
等

で
配

布
）

○
合

計
6

6
3

6
2

8
6

2
1

4
1

4
5

7
7

県
庁

国
保

・
健

康
増

進
課

団
体

県
歯

科
衛

生
士

会

団
体

県
歯

科
医

師
会

上
五

島
新

上
五

島
町



（
２

）
学

齢
期

普
及

啓
発

健
診

・
健

診
検

査
を

含
む

歯
科

保
健

指
導

予
防

体
制

（
塗

布
・

洗
口

等
）

独
自

の
歯

科
に

関
す

る
助

成
制

度
教

室
・

研
修

一
般

的
な

歯
科

保
健

相
談

・
指

導
そ

の
他

政
令

市
長

崎
市

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

○
○

○
学

校
歯

科
健

診
○

○
就

学
時

健
診

（
歯

科
健

診
）

○
○

よ
い

歯
の

表
彰

子
ど

も
期

歯
科

保
健

研
修

会
○

○
○

歯
と

口
の

健
康

週
間

図
画

ポ
ス

タ
ー

展
表

彰
式

○
○

佐
世

保
市

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
市

内
小

中
学

校
及

び
市

歯
科

医
師

会
と

の
連

携
）

○
○

県
南

島
原

市
フ

ッ
化

物
洗

口
推

進
事

業
○

諫
早

市
内

小
・

中
学

校
フ

ッ
化

物
洗

口
事

業
○

就
学

前
健

診
及

び
歯

科
検

診
○

○
県

央
大

村
市

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
小

学
校

）
○

○
県

北
平

戸
市

フ
ッ

化
物

洗
口

事
業

（
小

・
中

学
校

）
○

○
○

○
県

北
松

浦
市

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
小

学
校

・
中

学
校

へ
の

補
助

）
○

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

(小
・

中
学

生
)

○
歯

磨
き

教
室

(小
学

校
)

○
○

○
歯

は
っ

と
笑

顔
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

○
○

壱
岐

壱
岐

市
小

・
中

学
校

に
お

け
る

フ
ッ

化
物

洗
口

○

フ
ッ

化
物

洗
口

事
業

（
小

学
校
14

校
）

○
○

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
中

学
校

）
○

○
フ

ッ
化

物
洗

口
事

業
説

明
会

　
歯

科
医

師
に

よ
る

講
義

「
フ

ッ
化

物
洗

口
事

業
に

つ
い

○
○

西
彼

西
海

市
小

中
学

校
に

お
け

る
フ

ッ
化

物
洗

口
○

県
南

雲
仙

市
フ

ッ
化

物
洗

口
推

進
事

業
（

小
学

校
・

中
学

校
）

○
県

南
南

島
原

市
児

童
・

生
徒

フ
ッ

化
洗

口
（

小
学

校
・

中
学

校
に

お
け

る
フ

ッ
化

物
洗

口
実

施
と

推
進

）
○

フ
ッ

化
物

洗
口

事
業

（
小

学
校

5
校

）
○

小
学

校
歯

科
健

康
教

育
（

小
学

校
5

校
の

小
3

～
小

4
）

○
西

彼
時

津
町

町
立

小
学

校
に

お
け

る
フ

ッ
化

物
洗

口
○

県
央

東
彼

杵
町

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
小

学
校

・
中

学
校

）
○

県
央

川
棚

町
小

学
校

・
中

学
校

の
フ

ッ
化

物
洗

口
事

業
　

○
県

央
波

佐
見

町
フ

ッ
化

物
洗

口
推

進
事

業
（

小
中

学
校

へ
の

フ
ッ

化
物

洗
口

実
施

の
際

の
資

材
提

供
）

○
　

○
小

・
中

学
校

フ
ッ

化
物

洗
口

○
○

み
つ

ば
会

を
利

用
し

た
健

康
づ

く
り

出
前

講
座

（
小

・
中

・
高

・
分

校
）

○
○

○
親

子
む

し
歯

予
防

教
室

○
○

○
県

北
佐

々
町

長
崎

県
フ

ッ
化

物
洗

口
事

業
（

小
学

校
・

中
学

校
で

の
全

実
施

）
○

長
崎

県
フ

ッ
化

物
洗

口
事

業
(小

学
校

１
１

校
　

実
施

）
○

長
崎

県
フ

ッ
化

物
洗

口
推

進
事

業
(中

学
校

５
校

 実
施

）
　

○
　

西
彼

長
与

町

県
央

諫
早

市

政
令

市
佐

世
保

市

対
馬

対
馬

市

五
島

五
島

市

３
．

令
和

元
年

度
の

取
り

組
み

状
況

事
業

名
及

び
事

業
概

略
、

ま
た

は
予

算
事

業
外

対
応

内
容

区
分

上
五

島
小

値
賀

町

上
五

島
新

上
五

島
町



普
及

啓
発

健
診

・
健

診
検

査
を

含
む

歯
科

保
健

指
導

予
防

体
制

（
塗

布
・

洗
口

等
）

独
自

の
歯

科
に

関
す

る
助

成
制

度
教

室
・

研
修

一
般

的
な

歯
科

保
健

相
談

・
指

導
そ

の
他

事
業

名
及

び
事

業
概

略
、

ま
た

は
予

算
事

業
外

対
応

内
容

区
分

長
崎

県
フ

ッ
化

物
洗

口
推

進
事

業
○

歯
・

口
腔

の
健

康
教

育
研

修
会

（
中

学
校

に
お

け
る

フ
ッ

化
物

洗
口

）
　

　
○

学
校

保
健

総
合

支
援

事
業

（
学

校
へ

専
門

医
を

派
遣

し
て

の
講

習
会

）
○

私
立

学
校

に
対

し
、

フ
ッ

化
物

洗
口

に
係

る
調

査
等

の
依

頼
・

回
収

、
結

果
等

の
周

知
○

私
立

小
中

学
校

に
対

し
、

フ
ッ

化
物

洗
口

の
実

施
に

つ
い

て
の

協
力

依
頼

○
　

私
立

中
学

高
等

学
校

の
校

長
会

、
教

頭
会

等
に

お
け

る
普

及
啓

発
に

つ
い

て
の

依
頼

○
長

崎
県

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

（
中

学
校

へ
の

補
助

、
小

中
学

校
へ

の
指

導
助

言
及

び
県

歯
科

医
師

会
へ

の
支

援
委

託
）

○
○

フ
ッ

化
物

洗
口

に
関

す
る

施
設

状
況

の
公

表
（

H
P

）
○

フ
ッ

化
物

洗
口

効
果

検
証

及
び

報
告

書
の

公
表

○
長

崎
県

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

体
制

技
術

支
援

事
業

（
再

掲
）

○
○

フ
ッ

化
物

洗
口

等
効

果
検

証
委

員
会

（
再

掲
）

○
歯

の
衛

生
週

間
（

歯
・

口
の

健
康

週
間

）
イ

ベ
ン

ト
（

再
掲

）
○

○
○

歯
・

口
の

健
康

に
関

す
る

図
画

・
ポ

ス
タ

ー
コ

ン
ク

ー
ル

（
再

掲
）

○
歯

・
口

の
健

康
に

関
す

る
標

語
コ

ン
ク

ー
ル

○
学

校
歯

科
医

生
涯

研
修

制
度

基
礎

研
修

・
更

新
研

修
会

○
子

ど
も

虐
待

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

発
行

（
再

掲
）

○
○

口
や

健
康

に
関

す
る

イ
ベ

ン
ト

で
の

歯
科

保
健

指
導

・
啓

発
○

○
長

崎
県

フ
ッ

化
物

洗
口

推
進

事
業

）
推

進
協

力
（

歯
・

口
腔

の
健

康
教

育
（

中
学

校
に

お
け

る
フ

ッ
化

物
洗

口
研

修
会

で
の

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

タ
ー

協
力

）
○

広
報

紙
S

m
ile

yに
よ

る
啓

発
（

口
腔

の
健

康
に

関
す

る
イ

ベ
ン

ト
等

で
配

布
）

○
合

計
2

1
3

4
2

6
4

1
0

8
8

県
庁

体
育

保
健

課

県
庁

学
事

振
興

課

県
庁

国
保

・
健

康
増

進
課

団
体

県
歯

科
衛

生
士

会

団
体

県
歯

科
医

師
会



（
３
）
成
人
期

普
及
啓
発
健
診
・
健
診
検
査
を
含
む

歯
科
保
健
指

導

予
防
体
制

（
P
M
T
C
・
除
石

等
）

独
自
の
歯
科
に
関

す
る
助
成
制
度
教
室
・
研
修
一
般
的
な
歯
科

保
健
相
談
・
指

導
そ
の
他

長
崎
市
歯
周
疾
患
検
診
事
業
(市
歯
科
医
師
会
委
託
・
歯
科
医
療
機
関
委
託
)

○
○

○
妊
産
婦
歯
科
健
診
事
業
（
マ
マ
の
歯
っ
ぴ
い
チ
ェ
ッ
ク
、
市
歯
科
医
師
会
ほ
か
歯
科
医
療

機
関
委
託
）

○
○

○
○

妊
産
婦
歯
科
保
健
指
導
事
業
（
歯
っ
ぴ
い
ベ
ビ
ー
、
市
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
　

○
○

○
佐
世
保
市
成
人
歯
科
健
診
（
所
内
及
び
離
島
歯
科
健
診
）

○
○

成
人
歯
科
健
診
勧
奨
（
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
）

○
○

介
護
予
防
・
健
康
教
育
（
き
ら
っ
と
元
気
教
室
・
ま
る
っ
と
健
康
づ
く
り
教
室
）

○
○

デ
ン
タ
ル
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

○
８
０
２
０
認
定
証
発
行

○
○

国
民
健
康
保
険
歯
科
健
診
事
業

○
成
人
歯
科
相
談

○
1
歳
児
親
子
歯
科
健
診

○
母
子
健
康
手
帳
交
付

○
妊
婦
歯
科
健
康
診
査

○
○

母
子
保
健
事
業
（
乳
児
相
談
、
幼
児
健
診
）
対
象
者
の
保
護
者
へ
の
歯
周
病
予
防
啓
発

○
成
人
保
健
事
業
（
成
人
歯
科
検
診
）

○
成
人
保
健
事
業
（
成
人
歯
科
検
診
の
節
目
検
診
は
が
き
通
知
・
検
診
一
覧
周
知
チ
ラ
シ
）

○
　

健
康
い
さ
は
や
２
１
の
取
組
（
歯
周
病
予
防
に
つ
い
て
出
前
講
座
）

○
健
康
い
さ
は
や
２
１
の
取
組
（
歯
の
健
康
に
つ
い
て
パ
ネ
ル
展
）

○
歯
周
疾
患
検
診
（
1
8
歳
～
7
4
歳
　
歯
科
医
院
に
て
受
診
）

○
○

○
口
腔
保
健
質
問
調
査
票
に
よ
る
新
し
い
成
人
歯
科
健
診
事
業
（
大
村
東
彼
歯
科
医
師
会
委

○
○

○
お
口
の
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
大
村
東
彼
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
○

県
北

平
戸
市
歯
周
疾
患
検
診
（
4
0
～
7
4
歳
）

○
○

○
○

歯
周
疾
患
検
診
（
４
０
、
５
０
、
６
０
歳
）

○
松
浦
水
軍
ま
つ
り
「
健
康
チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー
：
歯
科
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
（
全
年
齢
）

○
○

成
人
歯
科
健
診
事
業
(妊
産
婦
及
び
そ
の
家
族
等
を
対
象
)

○
○

歯
は
っ
と
笑
顔
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

○
○

○
生
活
歯
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

○
妊
婦
の
お
口
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
事
業

○
○

○
歯
周
疾
患
検
診
事
業

○
○

○
生
活
歯
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

○
○

出
前
講
座
（
健
康
教
育
）

○
○

⺟
親
教
室
（
⻭
科
講
話
）

○
○

○
長
崎
大
学
歯
学
部
が
離
島
地
域
の
研
究
と
し
て
歯
周
病
健
診
を
実
施

○
歯
周
疾
患
検
診
(4
0
．
5
0
．
6
0
．
7
0
歳
)

○
生
活
歯
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
た
歯
科
相
談

○

県
央

諫
早
市

県
央

大
村
市

西
彼

西
海
市

県
北

松
浦
市

壱
岐

壱
岐
市

対
馬

対
馬
市

五
島

五
島
市

３
．
令
和
元
年
度
の
取
り
組
み
状
況

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分

政
令
市

佐
世
保
市

政
令
市

長
崎
市

県
南

島
原
市



普
及
啓
発
健
診
・
健
診
検
査
を
含
む

歯
科
保
健
指

導

予
防
体
制

（
P
M
T
C
・
除
石

等
）

独
自
の
歯
科
に
関

す
る
助
成
制
度
教
室
・
研
修
一
般
的
な
歯
科

保
健
相
談
・
指

導
そ
の
他

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分

歯
周
病
予
防
健
診
（
妊
婦
、
2
0
～
7
4
歳
の
市
民
）

○
○

○
歯
科
相
談
事
業

○
○

2
歳
児
親
子
歯
科
健
診

○
○

○
パ
パ
マ
マ
ひ
ろ
ば

○
○

○
歯
周
病
予
防
健
診
（
2
0
～
7
4
歳
の
市
民
対
象
、
歯
科
医
院
に
お
い
て
無
料
（
節
目
年

齢
）
ま
た
は
5
0
0
円
で
健
診
を
受
診
で
き
る
よ
う
補
助
）

○
○

お
口
の
健
康
相
談
（
集
団
健
診
受
診
者
対
象
、
健
診
会
場
で
希
望
者
に
対
し
歯
科
衛
生
士

に
よ
る
歯
科
保
健
相
談
及
び
指
導
の
実
施
）

○

長
与
町
歯
周
疾
患
検
診
（
3
0
歳
・
4
0
歳
・
5
0
歳
・
6
0
歳
の
方
）

○
妊
婦
歯
科
検
診

○
4
0
歳
、
5
0
歳
、
6
0
歳
の
者
を
対
象
と
す
る
歯
周
疾
患
検
診
（
町
内
歯
科
医
院
へ
委
託
）

○
妊
婦
（
妊
娠
1
6
週
か
ら
2
7
週
ま
で
）
を
対
象
と
す
る
歯
周
疾
患
検
診
（
町
内
歯
科
医
院

へ
委
託
）

○

県
央

東
彼
杵
町
歯
周
病
検
診
（
3
0
歳
・
4
0
歳
・
5
0
歳
・
6
0
歳
・
7
0
歳
）
※
独
自
の
助
成
は
3
0
歳
の
み

○
○

歯
周
疾
患
検
診
（
2
0
歳
以
上
を
対
象
と
し
、
町
内
歯
科
医
院
へ
委
託
）

○
○

歯
科
相
談
（
特
定
健
診
会
場
に
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
抽
出
し
た
対
象
者
の
み
に
歯
科
相
談

の
実
施
）

○

県
央

波
佐
見
町
成
人
歯
科
検
診
・
保
健
指
導
（
1
8
歳
以
上
の
特
定
健
診
等
の
受
診
対
象
者
）

○
　

上
五
島

小
値
賀
町
小
値
賀
町
歯
科
講
演
会

○
○

○
妊
婦
歯
科
健
診
（
妊
娠
期
に
１
回
町
内
歯
科
医
院
で
の
健
診
実
施
に
対
す
る
助
成
制
度
）

○
○

○
歯
周
疾
患
検
診
（
住
民
健
診
に
お
い
て
4
0
～
7
0
歳
の
5
歳
毎
の
節
目
検
診
を
実
施
）

○
○

○
○

歯
周
疾
患
検
診
を
3
0
歳
・
4
0
歳
・
5
0
歳
・
6
0
歳
の
方
を
対
象
に
実
施
。
（
歯
科
医
師

会
委
託
）

○
○

健
康
ま
つ
り
内
に
、
歯
の
健
康
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
歯
科
検
診
や
お
口
の
相
談
を
実
施
。

○
○

○
母
子
保
健
推
進
員
及
び
母
子
保
健
関
係
者
研
修
会
の
開
催
（
マ
イ
ナ
ス
１
歳
か
ら
は
じ
め

る
む
し
歯
予
防
）

○

研
修
会
に
お
け
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
配
布
（
「
親
子
保
健
」
「
よ
く
噛
み
育
て
る
こ
こ

ろ
と
か
ら
だ
」
絵
本
「
は
、
に
げ
る
」
）

○

成
人
歯
科
保
健
対
策
向
上
研
修
事
業
（
県
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
か
か
り
つ
け
歯
科
医
機
能
強
化
研
修
事
業
（
県
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
成
人
歯
科
保
健
向
上
生
活
歯
援
事
業
（
県
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
○

成
人
歯
科
衛
生
指
導
者
養
成
事
業
（
県
歯
科
衛
生
士
会
委
託
）

○
　

市
町
へ
口
腔
機
能
に
つ
い
て
の
講
演
及
び
咀
嚼
機
能
検
査
を
使
っ
た
実
技
研
修

○
成
人
歯
科
保
健
対
策
向
上
研
修
事
業

○
成
人
歯
科
保
健
対
応
か
か
り
つ
け
歯
科
医
機
能
強
化
研
修
事
業

○
成
人
歯
科
保
健
向
上
生
活
歯
援
事
業

○
○

長
崎
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
歯
科
健
診
「
お
口
の
チ
ェ
ッ
ク
事
業
」

○
地
方
職
員
共
済
組
合
長
崎
県
支
部
歯
科
健
診

○
全
国
健
康
保
険
協
会
と
長
崎
県
歯
科
医
師
会
と
の
連
携
に
よ
る
歯
科
健
診

○

西
彼

長
与
町

県
央

川
棚
町

西
彼

時
津
町

県
南

雲
仙
市

県
南

南
島
原
市

団
体

県
歯
科
医
師
会

県
北

佐
々
町

上
五
島

新
上
五
島
町

県
庁

こ
ど
も
家
庭
課

県
庁

国
保
・
健
康
増
進
課



普
及
啓
発
健
診
・
健
診
検
査
を
含
む

歯
科
保
健
指

導

予
防
体
制

（
P
M
T
C
・
除
石

等
）

独
自
の
歯
科
に
関

す
る
助
成
制
度
教
室
・
研
修
一
般
的
な
歯
科

保
健
相
談
・
指

導
そ
の
他

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分

口
や
健
康
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
の
生
活
歯
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
た
歯
科
保

健
指
導
・
啓
発

○
○

成
人
歯
科
衛
生
指
導
者
養
成
研
修
事
業
（
佐
世
保
、
諫
早
、
島
原
）
［
県
委
託
］

○
卒
後
学
術
研
修
会
開
催
「
歯
周
病
予
防
か
ら
は
じ
ま
る
糖
尿
病
予
防
」

○
職
場
の
健
康
づ
く
り
応
援
事
業
協
力
［
県
主
催
］

○
企
業
健
診
に
て
生
活
歯
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
た
歯
科
保
健
指
導
実
施
協
力

［
県
歯
・
協
会
け
ん
ぽ
］

○
○

企
業
健
診
派
遣
協
力
［
総
合
健
康
促
進
保
険
協
会
］

○
○

各
地
域
の
特
定
健
診
・
歯
周
疾
患
検
診
・
国
保
検
診
等
に
て
歯
科
保
健
指
導
実
施

協
力

○

広
報
紙
S
m
ile
yに
よ
る
啓
発
（
口
腔
の
健
康
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
及
び
集
団
指

導
等
で
配
布
）

○

合
計

3
4

3
4

1
6

1
9

1
3

2
5

1

団
体

県
歯
科
衛
生
士
会



（
４
）
高
齢
期

普
及
啓
発
健
診
・
健
診
検
査
を
含
む

歯
科
保
健
指

導

予
防
体
制

（
P
M
T
C
・
除
石

等
）

独
自
の
歯
科
に
関

す
る
助
成
制
度
教
室
・
研
修
一
般
的
な
歯
科

保
健
相
談
・
指

導
そ
の
他

歯
科
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難
者
へ
の
歯
科
保
健
医
療
推
進
事
業
(市
歯
科
医
師
会

○
○

障
害
者
等
歯
科
医
療
技
術
者
養
成
事
業
(県
歯
科
衛
生
士
会
委
託
)

○
○

在
宅
寝
た
き
り
者
及
び
在
宅
障
害
者
歯
科
保
健
事
業
(県
歯
科
衛
生
士
会
委
託
)

○
○

○
長
崎
市
歯
周
疾
患
検
診
事
業
(市
歯
科
医
師
会
委
託
・
歯
科
医
療
機
関
委
託
)

○
○

○
短
期
集
中
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス
事
業
(県
歯
科
衛
生
士
会
委
託
)

○
○

口
腔
ケ
ア
指
導
事
業
(歯
つ
ら
つ
健
康
教
室
、
県
歯
科
衛
生
士
会
委
託
)

○
　

○
○

佐
世
保
市
成
人
歯
科
健
診
（
所
内
及
び
離
島
歯
科
健
診
）

○
○

成
人
歯
科
健
診
勧
奨
（
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
）

○
○

介
護
予
防
・
健
康
教
育
（
き
ら
っ
と
元
気
教
室
）

○
○

い
き
い
き
元
気
食
事
づ
く
り
教
室

○
○

介
護
食
づ
く
り
教
室

○
○

介
護
教
室

○
○

地
域
ケ
ア
会
議

　
○

県
南

島
原
市
地
域
支
援
事
業

○
一
般
介
護
予
防
事
業
普
及
啓
発
・
リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
　
口
ト
レ
教
室

（
諫
早
歯
科
医
師
会
講
師
依
頼
・
長
崎
県
歯
科
衛
生
士
会
諫
早
支
部
　
委
託
）

○
○

一
般
介
護
予
防
事
業
普
及
啓
発
・
リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
　
口
ト
レ
サ
ー
ク
ル

（
長
崎
県
歯
科
衛
生
士
会
諫
早
支
部
　
委
託
）

○
○

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
短
期
集
中
予
防
サ
ー
ビ
ス
　
訪
問
型

（
諫
早
市
歯
科
医
師
会
・
長
崎
県
歯
科
衛
生
士
会
諫
早
支
部
　
委
託
）

○
○

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
短
期
集
中
予
防
サ
ー
ビ
ス
　
通
所
型

（
諫
早
市
歯
科
医
師
会
・
長
崎
県
歯
科
衛
生
士
会
諫
早
支
部
　
委
託
）

○
○

口
腔
機
能
向
上
事
業
従
事
者
研
修
会

（
諫
早
市
歯
科
医
師
会
・
長
崎
県
歯
科
衛
生
士
会
諫
早
支
部
　
講
師
依
頼
）

○

歯
周
疾
患
検
診
（
1
8
歳
～
7
4
歳
　
歯
科
医
院
に
て
受
診
）

○
○

○
口
腔
保
健
質
問
調
査
票
に
よ
る
新
し
い
成
人
歯
科
健
診
事
業
（
大
村
東
彼
歯
科
医
師
会
委

○
○

○
お
口
の
健
康
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
大
村
東
彼
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
○

訪
問
指
導
事
業

○
○

介
護
予
防
教
室
事
業

○
○

○
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
地
域
活
動
支
援
事
業

○
○

○
地
域
ケ
ア
会
議
推
進
事
業
（
歯
科
専
門
職
の
出
席
・
助
言
）

○
歯
周
疾
患
検
診
（
4
0
～
7
4
歳
）

○
○

○
○

歯
周
疾
患
検
診
（
７
０
歳
）

○
出
前
講
座
（
介
護
予
防
の
一
環
と
し
て
、
口
腔
ケ
ア
に
関
す
る
啓
発
を
行
う
）

○
介
護
予
防
教
室
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
口
腔
状
態
チ
ェ
ッ
ク
や
口
腔
ケ
ア
に
関
す
る
指
導

を
実
施
）

○

ふ
れ
あ
い
い
き
い
き
サ
ロ
ン

○
口
腔
衛
生
訪
問
指
導

○
在
宅
訪
問
歯
科
診
療
事
業

○
○

○

政
令
市

佐
世
保
市

政
令
市

長
崎
市

県
央

諫
早
市

県
央

大
村
市

県
北

平
戸
市

県
北

３
．
令
和
元
年
度
の
取
り
組
み
状
況

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分

松
浦
市

対
馬

対
馬
市



普
及
啓
発
健
診
・
健
診
検
査
を
含
む

歯
科
保
健
指

導

予
防
体
制

（
P
M
T
C
・
除
石

等
）

独
自
の
歯
科
に
関

す
る
助
成
制
度
教
室
・
研
修
一
般
的
な
歯
科

保
健
相
談
・
指

導
そ
の
他

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分

介
護
予
防
教
室

○
○

○
お
口

‟
い
き
い
き
”
健
康
支
援
（
口
腔
ケ
ア
）
事
業
　
（
市
は
啓
発
と
申
込
受
付
の
み
）

○
お
口

‟
い
き
い
き
”
健
康
支
援
（
口
腔
ケ
ア
）
事
業
　
（
市
は
啓
発
と
申
込
受
付
の
み
）

○
長
崎
大
学
歯
学
部
が
離
島
地
域
の
調
査
研
究
と
し
て
歯
周
病
検
診
を
実
施

○
西
彼

西
海
市
介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業

○
県
南

雲
仙
市
介
護
予
防
教
室
で
の
歯
科
指
導

○
歯
周
病
予
防
健
診
（
2
0
～
7
4
歳
の
市
民
対
象
、
歯
科
医
院
に
お
い
て
無
料
（
節
目
年

齢
）
ま
た
は
5
0
0
円
で
健
診
を
受
診
で
き
る
よ
う
補
助
）

○
○

お
口
の
健
康
相
談
（
集
団
健
診
受
診
者
対
象
、
健
診
会
場
で
希
望
者
に
対
し
歯
科
衛
生
士

に
よ
る
歯
科
保
健
相
談
及
び
指
導
の
実
施
）

○

長
与
町
歯
周
疾
患
検
診
（
7
0
歳
の
方
）

○
一
般
介
護
予
防
事
業
（
老
人
ク
ラ
ブ
・
サ
ロ
ン
）
「
お
口
の
健
康
に
つ
い
て
」

○
7
0
歳
の
者
を
対
象
と
す
る
歯
周
疾
患
検
診
（
町
内
歯
科
医
院
へ
委
託
）

○
歯
科
保
健
指
導
（
個
別
指
導
）

○
歯
科
保
健
指
導
（
集
団
指
導
）

○
要
介
護
者
の
口
腔
機
能
の
向
上
に
関
す
る
教
室

○
歯
科
口
腔
保
健
に
関
す
る
出
前
講
座
や
講
演
会

○
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
C
事
業
（
個
別
・
集
団
歯
科
保
健
指
導
）

○
介
護
予
防
普
及
啓
発
事
業
（
個
別
・
集
団
歯
科
保
健
指
導
）

○
歯
科
相
談
（
特
定
健
診
会
場
に
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
抽
出
し
た
対
象
者
の
み
に
歯
科
相
談

の
実
施
）

○

歯
周
疾
患
検
診
（
町
内
歯
科
医
院
へ
委
託
）

○
○

　
総
合
事
業
通
所
事
業
（
Ｃ
型
）

○
○

8
0
2
0
コ
ン
テ
ス
ト

○
○

高
齢
受
給
者
（
7
0
歳
到
達
者
）
証
交
付
時
の
歯
科
健
康
相
談

○
8
0
2
0
コ
ン
テ
ス
ト
（
達
成
者
の
表
彰
）

○
○

一
般
介
護
予
防
事
業
で
の
個
別
歯
科
相
談
・
指
導

○
地
域
介
護
予
防
支
援
事
業
（
い
き
い
き
百
歳
体
操
）
で
の
集
団
・
個
別
指
導

○
高
齢
者
へ
口
腔
ケ
ア
・
歯
科
受
診
を
す
す
め
る
勧
奨
チ
ラ
シ
の
配
布

○
上
五
島

小
値
賀
町
小
値
賀
町
歯
科
講
演
会

○
○

○
歯
周
疾
患
検
診
（
住
民
健
診
に
お
い
て
4
0
～
7
0
歳
の
5
歳
毎
の
節
目
検
診
を
実
施
）

○
○

○
○

出
前
講
座
（
地
域
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
口
腔
ケ
ア
に
関
す
る
講
話
を
実
施
）

○
○

地
域
介
護
予
防
活
動
支
援
事
業
（
サ
ロ
ン
等
へ
の
歯
科
衛
生
士
の
派
遣
）

○
○

介
護
予
防
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

○
○

歯
周
疾
患
検
診
を
7
0
歳
の
方
を
対
象
に
実
施
（
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
○

県
庁

長
寿
社
会
課
地
域
リ
ハ
活
動
支
援
体
制
整
備
事
業
（
広
域
支
援
セ
ン
タ
ー
委
託
）

○
成
人
歯
科
保
健
対
策
向
上
研
修
事
業
（
県
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
か
か
り
つ
け
歯
科
医
機
能
強
化
研
修
事
業
（
県
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
成
人
歯
科
保
健
向
上
生
活
歯
援
事
業
（
県
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
○

成
人
歯
科
衛
生
指
導
者
養
成
事
業
（
県
歯
科
衛
生
士
会
委
託
）

○
　

市
町
へ
口
腔
機
能
に
つ
い
て
の
講
演
及
び
咀
嚼
機
能
検
査
を
使
っ
た
実
技
研
修

○

西
彼

長
与
町

西
彼

時
津
町

県
央

東
彼
杵
町

県
央

川
棚
町

上
五
島

新
上
五
島
町

県
庁

国
保
・
健
康
増
進
課

壱
岐

波
佐
見
町

県
南

南
島
原
市

県
央

県
北

佐
々
町

壱
岐
市

五
島

五
島
市



普
及
啓
発
健
診
・
健
診
検
査
を
含
む

歯
科
保
健
指

導

予
防
体
制

（
P
M
T
C
・
除
石

等
）

独
自
の
歯
科
に
関

す
る
助
成
制
度
教
室
・
研
修
一
般
的
な
歯
科

保
健
相
談
・
指

導
そ
の
他

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分

長
崎
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
　
お
口
“
い
き
い
き
”
健
康
支
援
（
口
腔
ケ
ア
）
事
業

○
在
宅
歯
科
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
事
業

○
○

○
在
宅
歯
科
医
療
に
関
わ
る
歯
科
医
療
従
事
者
人
材
育
成
支
援
研
修
事
業

○
歯
科
医
師
認
知
症
対
応
力
向
上
研
修
会

○
長
崎
口
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
研
修
会

○
全
国
共
通
が
ん
医
科
歯
科
連
携
講
習
会

○
口
腔
健
康
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
～
口
腔
衛
生
管
理
編
～
の
作
成

○
介
護
の
日
イ
ベ
ン
ト
へ
の
対
応

○
○

成
人
歯
科
衛
生
指
導
者
養
成
研
修
事
業
（
佐
世
保
、
諫
早
、
島
原
）
［
県
委
託
］

○
長
崎
口
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
参
画
［
県
歯
主
催
］

○
施
設
等
口
腔
ケ
ア
研
修
、
口
腔
ケ
ア
支
援
、
職
員
研
修
［
地
域
歯
科
医
療
連
携

室
、
施
設
依
頼
］

○
○

口
や
健
康
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
の
歯
科
保
健
指
導

○
○

地
域
支
援
事
業
（
介
護
保
険
）
、
口
腔
改
善
指
導
事
業
、
短
期
集
中
型
訪
問
事
業

［
長
崎
市
委
託
］

○
○

介
護
予
防
普
及
啓
発
リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
、
介
護
予
防
活
動
支
援
事
業
［
諫
早
市

委
託
］

○

各
地
域
の
特
定
健
診
、
歯
周
疾
患
検
診
、
国
保
検
診
等
に
て
健
診
協
力

○
地
域
個
別
ケ
ア
会
議
へ
の
参
画
［
実
施
市
町
］

○
広
報
紙
S
m
ile
yに
よ
る
啓
発
（
口
腔
の
健
康
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
及
び
集
団
指
導

等
で
配
布
）

○

合
計

3
3

1
5

8
0

5
3
8

3
8

8

団
体

県
歯
科
衛
生
士
会

団
体

県
歯
科
医
師
会



（
５
）
障
害
児
・
者
の
歯
科
保
健
対
策

普
及
啓
発
健
診
・
健
診

検
査
を
含
む

歯
科
保
健
指
導

医
療
体
制

独
自
の
歯
科
に
関

す
る
助
成
制
度
教
室
・
研
修
一
般
的
な
歯
科

保
健
相
談
・
指

そ
の
他

歯
科
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難
者
へ
の
歯
科
保
健
医
療
推
進
事
業
(市
歯
科
医
師
会

○
○

障
害
者
等
歯
科
医
療
技
術
者
養
成
事
業
(県
歯
科
衛
生
士
会
委
託
)

○
○

在
宅
寝
た
き
り
者
及
び
在
宅
障
害
者
歯
科
保
健
事
業
(県
歯
科
衛
生
士
会
委
託
)

○
○

○
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
の
歯
科
健
診
及
び
フ
ッ
化
物
塗
布

○
○

○
　

　
○

歯
み
ん
ぐ
ル
ー
ム
（
障
が
い
児
歯
科
相
談
・
歯
科
健
診
）

○
○

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
研
修
会

○
○

相
談
支
援
事
業
所
連
絡
会
（
研
修
）

○
○

県
南

島
原
市

県
央

諫
早
市

障
害
児
・
者
の
口
腔
ケ
ア
に
関
す
る
協
議
の
場
と
し
て
諫
早
市
地
域
自
立
支
援
協
議
会
こ

ど
も
部
会
口
腔
ケ
ア
支
援
班
の
設
置
。
発
達
の
特
性
や
障
害
が
あ
っ
て
も
取
り
組
め
る
口

腔
ケ
ア
の
方
法
や
障
害
児
・
者
対
応
の
歯
科
医
院
の
一
覧
を
掲
載
し
た
チ
ラ
シ
を
作
成

し
、
窓
口
や
施
設
等
で
周
知
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の

保
護
者
へ
実
態
把
握
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

○
○

県
央

大
村
市
大
村
市
障
が
い
者
歯
の
健
康
づ
く
り
ネ
ッ
ト
（
協
議
の
場
）
の
開
催

○
○

県
北

平
戸
市

県
北

松
浦
市
障
害
者
巡
回
歯
科
診
療
の
申
請
に
つ
い
て
対
応

○
口
腔
衛
生
指
導
・
福
祉
施
設

○
在
宅
訪
問
歯
科
診
療
事
業

○
○

○
○

壱
岐

壱
岐
市

五
島

五
島
市

西
彼

西
海
市

県
南

雲
仙
市

県
南

南
島
原
市

西
彼

長
与
町

西
彼

時
津
町

県
央

東
彼
杵
町

県
央

川
棚
町

県
央

波
佐
見
町

上
五
島

小
値
賀
町

県
北

佐
々
町

上
五
島

新
上
五
島
町

県
庁

障
害
福
祉
課

障
害

児
・
者

施
設

に
お
け
る
歯

科
健

診
の

実
施

状
況

及
び
歯

科
保

健
ニ
ー
ズ
の

把
握

○
障
害
者
歯
科
診
療
・
休
日
歯
科
診
療
事
業
（
県
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
　

障
害
者
施
設
職
員
・
保
護
者
向
け
口
腔
ケ
ア
指
導
事
業
（
県
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
障
害
者
歯
科
診
療
・
休
日
歯
科
診
療
事
業

○
　

障
害
者
施
設
職
員
・
保
護
者
向
け
口
腔
ケ
ア
指
導
事
業

○
ス
ペ
シ
ャ
ル
ニ
ー
ズ
歯
科
診
療
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成

○
従
事
者
研
修
会
実
施
［
施
設
依
頼
］

○
施
設
等
口
腔
ケ
ア
研
修
、
口
腔
ケ
ア
支
援
［
地
域
歯
科
医
療
連
携
室
事
業
］

○
R
1
障
害
(児
)者
等
歯
科
医
療
技
術
者
養
成
研
修
事
業
［
長
崎
市
委
託
］

○
○

合
計

1
0

3
3

3
1

9
3

5

３
．
令
和
元
年
度
の
取
り
組
み
状
況

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分

政
令
市

佐
世
保
市

政
令
市

長
崎
市

対
馬

対
馬
市

県
庁

国
保
・
健
康
増
進
課

団
体

県
歯
科
医
師
会

団
体

県
歯
科
衛
生
士
会



（
６
）
Ａ
．
歯
科
保
健
強
化
の
た
め
の
体
制
づ
く
り

協
議
体
制
設

置
・
連
携
参

画

歯
科
保
健
計

画
策
定
・
評

価

住
民
集
会
参
画

（
市
町
）
、
専

門
家
派
遣

（
県
）

資
料
作
成
補
助

や
指
導
・
助
言

等
の
技
術
支
援

歯
科
専
門
職
確
保

検
討
、
キ
ー
マ
ン

等
人
材
確
保

研
修

調
査
・
研
究

そ
の
他

政
令
市

長
崎
市
歯
科
口
腔
保
健
推
進
審
議
会
・
部
会
の
開
催

○
○

佐
世
保
市
歯
・
口
腔
の
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会

○
○

歯
科
保
健
研
究
委
託
（
長
崎
大
学
）

○
○

○
子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー
歯
科
事
業
関
係
者
会
議

○
○

○
県
南

島
原
市
歯
科
保
健
推
進
協
議
会

○
諫
早
市
医
療
関
係
団
体
実
施
事
業
支
援
費
補
助
金

○
諫
早
市
母
子
保
健
事
業
検
討
会

○
県
央

大
村
市
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
　
歯
科
専
門
部
会

○
○

県
北

平
戸
市
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
開
催

○
県
北

松
浦
市
松
浦
市
歯
科
保
健
事
業
連
絡
協
議
会
（
歯
科
医
師
会
・
市
　
参
加
）

○
対
馬
市
歯
科
福
祉
保
健
事
業
協
議
会

○
○

○
○

○
○

対
馬
市
フ
ッ
化
物
洗
口
推
進
専
門
部
会

○
○

○
壱
岐

壱
岐
市
壱
岐
地
区
歯
科
保
健
推
進
協
議
会
・
壱
岐
市
歯
科
保
健
連
絡
会

○
○

五
島

五
島
市
五
島
市
健
康
づ
く
り
計
画
（
平
成
２
５
年
策
定
）

○
西
彼

西
海
市

健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
中
で
歯
科
保
健
推
進
部
会
を
設
け
て
協
議
を
行
っ
て
い
る

○
歯
科
保
健
推
進
協
議
会

○
保
健
対
策
推
進
協
議
会

○
南
島
原
市
歯
科
保
健
推
進
協
議
会
の
設
置
、
協
議
会
の
開
催

○
南
島
原
市
こ
こ
ろ
と
体
、
口
腔
の
健
康
づ
く
り
、
食
育
推
進
計
画
（
ひ
ま
わ
り
プ
ラ
ン

Ⅲ
）
の
策
定
・
評
価

○

西
彼

長
与
町

西
彼

時
津
町
歯
科
保
健
協
議
会
の
開
催

○
フ
ッ
化
物
洗
口
推
進
協
議
会
の
開
催

○
県
央

川
棚
町
川
棚
町
歯
科
保
健
推
進
会
議

　
　

○
○

県
央

波
佐
見
町
フ
ッ
化
物
洗
口
推
進
事
業
協
議
会
の
開
催

○
上
五
島

小
値
賀
町
歯
科
保
健
デ
ー
タ
収
集
・
分
析
（
う
蝕
予
防
、
フ
ッ
化
物
関
連
事
業
の
効
果
の
検
証
）

○
健
康
増
進
計
画
の
中
で
の
歯
科
保
健
対
策
に
関
す
る
取
組
の
強
化

○
上
五
島

新
上
五
島
町

歯
科
保
健
医
療
部
会
・
専
門
委
員
会
の
開
催
・
運
営
　
※
歯
科
保
健
医
療
部
会
は
書
面
会
議

○
　

長
崎
県
歯
科
保
健
デ
ー
タ
収
集
・
分
析
事
業
（
県
歯
科
医
師
会
委
託
）

○
歯
な
ま
る
ス
マ
イ
ル
プ
ラ
ン
評
価
（
2
期
目
評
価
）
の
と
り
ま
と
め
・
公
表

○
長
崎
県
口
腔
保
健
推
進
事
業
（
口
腔
保
健
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
、
人
材
確
保
・
派
遣
、
指

導
・
助
言
）

○
○

○
○

県
央

東
彼
杵
町

県
北

佐
々
町

県
庁

国
保
・
健
康
増
進
課

県
南

南
島
原
市

対
馬

対
馬
市

３
．
令
和
元
年
度
の
取
り
組
み
状
況

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分

政
令
市

佐
世
保
市

県
央

諫
早
市

県
南

雲
仙
市



協
議
体
制
設

置
・
連
携
参

画

歯
科
保
健
計

画
策
定
・
評

価

住
民
集
会
参
画

（
市
町
）
、
専

門
家
派
遣

（
県
）

資
料
作
成
補
助

や
指
導
・
助
言

等
の
技
術
支
援

歯
科
専
門
職
確
保

検
討
、
キ
ー
マ
ン

等
人
材
確
保

研
修

調
査
・
研
究

そ
の
他

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分

長
崎
県
福
祉
保
健
部
・
こ
ど
も
政
策
局
と
の
協
議
会

○
長
崎
大
学
歯
学
部
と
の
協
議
会

○
長
崎
県
三
師
会
協
議
会

○
長
崎
県
歯
科
保
健
デ
ー
タ
収
集
・
分
析
事
業

○
長
崎
県
歯
科
衛
生
士
会
と
の
協
議
会

○
成
人
歯
科
衛
生
指
導
者
養
成
研
修
事
業
（
佐
世
保
、
諫
早
、
島
原
）
［
県
委
託
］

○
○

R
1
障
害
(児
)者
等
歯
科
医
療
技
術
者
養
成
研
修
事
業
［
長
崎
市
委
託
］

○
○

長
崎
県
保
健
医
療
対
策
協
議
会
歯
科
保
健
医
療
部
会
・
専
門
委
員
会
参
画

○
○

長
崎
県
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
推
進
部
会
・
長
崎
県
介
護
予
防
市
町
支
援
部

会
参
画

○

各
地
域
歯
科
保
健
推
進
協
議
会
参
画
［
西
彼
、
県
央
、
県
北
、
五
島
］

○
佐
世
保
市
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
参
画
［
佐
世
保
市
］

○
大
村
市
障
が
い
者
歯
の
健
康
づ
く
り
ネ
ッ
ト
会
議
へ
の
参
画
［
大
村
市
］

○
諫
早
市
４
者
協
議
会
参
画
［
諫
早
市
］

○
合
計

2
9

1
1

1
6

4
3

7
3

団
体

県
歯
科
衛
生
士
会

団
体

県
歯
科
医
師
会



（
６
）
Ａ
．
歯
科
保
健
強
化
の
た
め
の
体
制
づ
く
り
（
追
加
）
　
※
歯
科
専
門
職
未
配
置
の
市
町
の
国
庫
補
助
活
用
に
つ
い
て

政
令
市

長
崎
市

政
令
市

佐
世
保
市

県
南

島
原
市

×
国
庫
補
助
を
活
用
し
て
も
財
政
的
に
困
難
で
あ
る
た
め
。
（
現
在
、
歯
科
を
含
め
た
健
康
づ
く
り
計
画
で
、
健
康
づ
く
り
を
推
進
し

て
お
り
、
各
事
業
ご
と
の
雇
上
げ
で
対
応
し
て
い
る
。
）

県
央

諫
早
市

×
関
係
機
関
と
の
協
議
の
場
が
あ
り
、
事
業
に
対
し
て
の
意
見
・
助
言
に
つ
い
て
も
各
種
事
業
の
機
会
に
対
応
す
る
体
制
で
あ
る
た
め
。

県
央

大
村
市

県
北

平
戸
市

○

県
北

松
浦
市

×
必
要
に
応
じ
て
、
歯
科
衛
生
士
の
派
遣
を
受
け
、
事
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
。

対
馬

対
馬
市

壱
岐

壱
岐
市

五
島

五
島
市

西
彼

西
海
市

県
南

雲
仙
市

×
歯
科
専
門
職
の
必
要
性
は
感
じ
て
い
る
が
、
保
健
師
の
人
員
不
足
も
あ
り
、
歯
科
衛
生
士
の
配
置
の
優
先
順
位
は
低
い
状
況
で
あ

る
。

県
南

南
島
原
市

×
歯
科
保
健
業
務
は
現
在
、
管
理
栄
養
士
･栄
養
士
が
担
っ
て
お
り
、
歯
科
衛
生
士
は
事
業
毎
の
雇
用
と
な
っ
て
い
る
た
め
。

西
彼

長
与
町

×
歯
科
保
健
業
務
は
保
健
師
が
担
っ
て
お
り
、
歯
科
衛
生
士
は
事
業
毎
の
雇
用
と
な
っ
て
い
る
た
め
。

西
彼

時
津
町

×
歯
科
保
健
に
係
る
業
務
の
優
先
性
が
低
く
、
配
置
の
必
要
性
が
な
い
た
め
。

県
央

東
彼
杵
町

×
専
門
職
を
置
く
ほ
ど
の
業
務
量
を
見
込
め
な
い
。

県
央

川
棚
町

×
令
和
3
年
度
で
歯
科
保
健
推
進
会
議
の
内
容
や
委
員
等
の
変
更
有
。
歯
科
保
健
推
進
計
画
の
評
価
や
計
画
の
見
直
し
な
ど
の
た
め
、

推
進
会
議
の
委
員
の
検
討
に
至
っ
た
。
推
進
会
議
に
は
、
歯
科
専
門
職
は
在
籍
し
て
い
る
が
、
よ
り
継
続
的
な
歯
科
の
推
進
を
お
こ

県
央

波
佐
見
町

×
必
要
に
応
じ
て
、
歯
科
衛
生
士
を
雇
用
し
、
事
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
。

上
五
島

小
値
賀
町

×
島
内
に
歯
科
専
門
職
が
少
な
く
配
置
が
難
し
い
。

県
北

佐
々
町

×
町
内
歯
科
医
療
機
関
と
の
連
携
協
力
体
制
が
整
っ
て
い
る
た
め

上
五
島

新
上
五
島
町

×
町
内
に
歯
科
専
門
職
が
い
な
い
た
め

令
和
3
年
度
の
歯
科
専
門
職
配
置
に
対
す
る
取
り
組
み
希
望
状
況

希
望
し
な
い
場
合
、
歯
科
専
門
職
を
配
置
し
な
い
理
由

希
望
有
無



（
６
）
Ｂ
．
災
害
時
の
歯
科
保
健
　
※
R
1
.1
2
以
降
に
歯
科
医
師
会
と
災
害
協
定
を
結
ん
だ
市
町
は
朱
書
き
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い

協
議
体
制
協
議
へ
の
参

画
連
携
体
制

県
民
（
住
民
）

へ
の
情
報
発
信

（
普
及
啓
発

災
害
時
の
資
料
や

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の

作
成

訓
練
・
研
修

へ
の
開
催
ま

た
は
参
画

情
報
収
集
・
調

査
、
情
報
共
有

そ
の
他

政
令
市

長
崎
市
災
害
時
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
（
市
歯
科
医
師
会
と
締
結
）

○
○

○
政
令
市

佐
世
保
市
災
害
時
等
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
書
（
市
歯
科
医
師
会
と
締
結
）

○
○

○
県
南

島
原
市
災
害
時
の
歯
科
医
療
救
護
に
関
す
る
協
定
締
結
（
島
原
南
高
歯
科
医
師
会
と
締
結
）

○
県
央

諫
早
市
災
害
時
の
歯
科
医
療
救
護
に
関
す
る
協
定
書

○
○

○
○

県
央

大
村
市
災
害
時
等
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
を
大
村
東
彼
歯
科
医
師
会
と
締
結

(H
3
0
.7
.3
0
)

○

県
北

平
戸
市
災
害
時
等
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
書
締
結

○
○

県
北

松
浦
市
北
松
歯
科
医
師
会
と
の
災
害
時
等
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定

○
対
馬

対
馬
市
対
馬
市
歯
科
医
師
会
災
害
協
定
締
結

○
○

○
壱
岐

壱
岐
市
災
害
時
等
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
書
（
壱
岐
市
歯
科
医
師
会
と
締
結
）

○
五
島

五
島
市

西
彼

西
海
市
災
害
時
等
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
書
(西
彼
歯
科
医
師
会
と
締
結
)

○
県
南

雲
仙
市
災
害
時
の
医
療
救
護
に
関
す
る
協
定
書
（
南
高
歯
科
医
師
会
と
災
害
時
の
協
定
締
結
）

○
県
南

南
島
原
市
災
害
時
の
医
療
救
護
に
関
す
る
協
定
書
（
南
高
歯
科
医
師
会
と
災
害
時
の
協
定
締
結
）

○
西
彼

長
与
町
災
害
時
等
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
西
彼
歯
科
医
師
会
と
の
協
定

○
西
彼

時
津
町

県
央

東
彼
杵
町

県
央

川
棚
町

県
央

波
佐
見
町

上
五
島

小
値
賀
町

県
北

佐
々
町
災
害
時
等
の
歯
科
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定

○
上
五
島

新
上
五
島
町

県
庁

医
療
政
策
課
関
係
団
体
と
の
災
害
対
策
に
関
す
る
協
議
会
へ
の
参
画
（
県
歯
科
医
師
会
開
催
）

○
県
庁

国
保
・
健
康
増
進
課
関
係
団
体
と
の
災
害
対
策
に
関
す
る
協
議
会
へ
の
参
画
（
県
歯
科
医
師
会
開
催
）

○
関
係
団
体
と
の
災
害
対
策
に
関
す
る
協
議
会
の
開
催

○
○

○
○

災
害
対
策
研
修
会
の
開
催

○
長
崎
県
総
合
防
災
訓
練
へ
の
参
画

○
関
係
団
体
と
の
災
害
対
策
に
関
す
る
協
議
会
へ
の
参
画
［
県
歯
科
医
師
会
開
催
］

○
○

関
係
団
体
主
催
災
害
対
策
研
修
会
へ
の
参
加
［
日
本
歯
科
医
師
会
、
県
歯
科
医
師

会
、
日
本
歯
科
衛
生
士
会
］

○

災
害
訓
練
（
安
否
確
認
）
実
施

○
「
災
害
支
援
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
作
成
中

○
日
本
歯
科
衛
生
士
会
「
災
害
支
援
登
録
歯
科
衛
生
士
」
の
登
録
及
び
登
録
訓
練
の

参
加
周
知

○

災
害
関
係
参
加
研
修
会
内
容
の
情
報
共
有

○
合
計

6
3

1
5

1
3

6
5

0

団
体

県
歯
科
衛
生
士
会

団
体

県
歯
科
医
師
会

３
．
令
和
元
年
度
の
取
り
組
み
状
況

事
業
名
及
び
事
業
概
略
、
ま
た
は
予
算
事
業
外
対
応

内
容
区
分



県
立
保
健
所
の
管
内
所
感

項
目

地
域
の
取
組
や
現
状
に
対
す
る
県
立
保
健
所
の
所
感
及
び
今
後
の
取
組
方
針

（
１
）
乳
幼
児
期

管
内
の
保
育
所
（
園
）
、
幼
稚
園
で
は
ほ
ぼ
1
0
0
％
フ
ッ
化
物
洗
口
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

（
２
）
学
齢
期

小
学
校
で
は
1
0
0
％
フ
ッ
化
物
洗
口
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
中
学
校
で
も
フ
ッ
化
物
洗
口
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
各
市
町
で
実
施
に
向
け
た
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）
成
人
期

妊
婦
の
歯
科
検
診
や
定
期
的
な
検
診
の
実
施
に
向
け
た
取
り
組
み
が
み
ら
れ
る
。

（
４
）
高
齢
期

検
診
と
合
わ
せ
て
、
相
談
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
。

【
保
健
所
が
必
要
と
考
え
る
地
域
で
行
う
取
組
】
歯
科
保
健
の
実
態
を
把
握
し
、
生
涯
を
通
じ
た
歯
の
健
康
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
。
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
予
防
の
た
め
、
成
人
期
の
歯
周
疾
患
健
診
受
診
率
向
上
を
目
標
と
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
歯
科
保
健
推
進
協
議
会
で
の
情
報
交
換
、
市
町
へ
の
情
報
提
供
を
行
い
連
携
を
図
る
。

（
１
）
乳
幼
児
期

県
平
均
や
管
内
の
他
の
市
町
と
比
べ
て
う
蝕
有
病
者
率
が
高
い
市
町
に
対
し
、
生
活
背
景
や
体
格
等
と
の
関
係
性
な
ど
原
因
分
析
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
働
き
か
け
た
い
。

（
２
）
学
齢
期

フ
ッ
化
物
洗
口
が
、
管
内
市
町
全
施
設
及
び
全
学
年
で
継
続
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
働
き
か
け
た
い
。

（
３
）
成
人
期

今
後
も
広
報
等
を
利
用
し
て
、
歯
・
口
腔
の
健
康
づ
く
り
の
大
切
さ
、
成
人
期
歯
科
健
診
の
周
知
等
が
住
民
へ
行
わ
れ
る
よ
う
働
き
か
け
た
い
。

（
４
）
高
齢
期

今
後
も
広
報
等
を
利
用
し
て
、
歯
・
口
腔
の
健
康
づ
く
り
の
大
切
さ
、
成
人
期
歯
科
健
診
の
周
知
等
が
住
民
へ
行
わ
れ
る
よ
う
働
き
か
け
た
い
。

【
保
健
所
が
必
要
と
考
え
る
地
域
で
行
う
取
組
】
歯
科
保
健
に
関
す
る
協
議
の
場
の
設
定
を
継
続
す
る
こ
と
。

（
１
）
乳
幼
児
期

む
し
歯
の
状
況
は
改
善
傾
向
に
あ
る
が
、
地
域
差
が
見
ら
れ
る
。
依
然
と
し
て
保
育
園
等
に
よ
る
フ
ッ
化
物
洗
口
実
施
に
つ
い
て
は
県
全
体
の
目
標
値
8
5
%
に
至
っ
て
い
な
い
た

め
、
引
き
続
き
市
や
保
育
士
会
等
を
通
じ
て
働
か
け
、
フ
ッ
化
物
洗
口
の
実
施
率
向
上
を
図
る
。

（
２
）
学
齢
期

フ
ッ
化
物
洗
口
は
、
小
学
校
で
は
1
0
0
％
を
達
成
し
て
お
り
、
中
学
校
に
お
い
て
は
、
教
育
委
員
会
、
学
校
の
理
解
も
あ
り
、
前
年
度
よ
り
実
施
施
設
数
が
増
加
し
、
実
施
率
が
Ｈ

3
0
と
比
較
す
る
と
4
0
％
上
昇
し
て
い
る
た
め
、
引
き
続
き
教
育
委
員
会
等
を
通
じ
て
働
き
か
け
、
フ
ッ
化
物
洗
口
の
実
施
率
向
上
を
図
る
。

（
３
）
成
人
期

妊
婦
や
２
０
歳
以
上
を
対
象
に
し
た
歯
周
病
予
防
健
診
等
の
歯
周
病
予
防
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
も
広
報
等
を
利
用
し
て
、
歯
・
口
腔
の
健
康
づ
く
り
の
大
切

さ
、
事
業
の
周
知
が
住
民
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
、
受
診
率
等
の
向
上
を
図
る
。

（
４
）
高
齢
期

地
域
支
援
事
業
に
よ
る
健
康
教
育
、
歯
周
病
予
防
健
診
等
の
歯
周
病
予
防
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
高
齢
者
の
口
腔
の
健
康
は
フ
レ
イ
ル
予
防
と
の
関
連
が
あ
る
た
め
、

今
後
も
広
報
等
を
利
用
し
て
、
歯
・
口
腔
の
健
康
づ
く
り
の
大
切
さ
や
事
業
の
周
知
が
住
民
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
、
受
診
率
等
の
向
上
を
図
る
。

【
保
健
所
が
必
要
と
考
え
る
地
域
で
行
う
取
組
】
保
育
園
や
中
学
校
に
お
け
る
フ
ッ
化
物
洗
口
実
施
向
上
に
向
け
た
協
議
。
管
内
の
成
人
期
に
お
け
る
歯
周
病
予
防
、
高
齢
期
に
お
け
る
フ
レ
イ
ル
予
防
の
取
り
組
み
の
情
報
共
有
を

行
う
。

（
１
）
乳
幼
児
期

う
蝕
有
病
者
率
・
一
人
当
た
り
の
平
均
う
歯
数
は
、
全
国
、
長
崎
県
と
比
較
し
て
も
多
い
。
保
護
者
の
意
識
の
差
が
大
き
い
。
フ
ッ
化
物
洗
口
未
実
施
施
設
や
関
心
の
な
い
保
護
者

へ
の
働
き
か
け
が
課
題
。
乳
幼
児
の
フ
ッ
化
物
洗
口
実
施
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
協
議
会
等
で
働
き
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
２
）
学
齢
期

フ
ッ
化
物
洗
口
実
施
率
は
、
小
学
校
は
1
0
0
％
、
中
学
校
で
も
体
制
が
整
い
つ
つ
あ
る
が
、
未
実
施
期
間
の
短
縮
が
課
題
で
あ
る
。
保
護
者
の
意
識
の
2
極
化
が
あ
り
、
無
関
心
者

へ
の
働
き
か
け
が
課
題
で
あ
る
。
中
学
校
の
フ
ッ
化
物
洗
口
実
施
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
協
議
会
等
で
働
き
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
成
人
期

歯
周
疾
患
検
診
の
受
診
率
が
低
い
。
健
診
の
実
施
方
法
や
、
知
識
の
普
及
啓
発
が
課
題
。
受
診
し
や
す
い
環
境
整
備
が
必
要
。

（
４
）
高
齢
期

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
の
予
防
に
つ
な
げ
る
啓
発
が
必
要
。
家
族
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
施
設
職
員
に
対
し
て
口
腔
内
の
観
察
や
ケ
ア
を
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

【
保
健
所
が
必
要
と
考
え
る
地
域
で
行
う
取
組
】
障
害
者
歯
科
に
お
け
る
現
状
の
把
握
と
啓
発
活
動

県
立
保
健
所

県
南

県
立
保
健
所

県
北

３
．
令
和
元
年
度
の
取
り
組
み
状
況

県
立
保
健
所

西
彼

県
立
保
健
所

県
央



項
目

地
域
の
取
組
や
現
状
に
対
す
る
県
立
保
健
所
の
所
感
及
び
今
後
の
取
組
方
針

（
１
）
乳
幼
児
期

3
歳
児
の
む
し
歯
の
な
い
者
の
割
合
が
県
・
全
国
に
比
べ
低
い
。
む
し
歯
の
本
数
も
減
少
傾
向
に
あ
る
が
県
平
均
よ
り
も
多
い
現
状
。
五
島
市
に
よ
る
集
団
健
診
（
1
0
ヶ
月
児
、
1

歳
6
か
月
児
、
2
歳
児
、
3
歳
児
）
で
の
個
別
指
導
継
続
や
2
歳
児
の
フ
ッ
素
塗
布
実
施
が
必
要
。

（
２
）
学
齢
期

令
和
2
年
度
か
ら
中
学
校
で
の
フ
ッ
化
物
洗
口
を
導
入
開
始
。
令
和
元
年
度
は
教
育
委
員
会
、
市
、
歯
科
医
師
会
等
と
連
携
し
ス
ム
ー
ズ
に
導
入
で
き
る
よ
う
歯
科
保
健
推
進
協
議

会
で
協
議
。
中
学
校
フ
ッ
化
物
洗
口
導
入
前
の
令
和
2
年
2
月
～
3
月
に
中
学
校
養
護
教
諭
・
保
健
主
事
等
担
当
者
及
び
管
理
職
を
対
象
と
し
た
研
修
会
を
教
育
委
員
会
主
催
で
開
催

す
る
こ
と
を
検
討
。

（
３
）
成
人
期

五
島
市
の
歯
科
保
健
を
評
価
す
る
デ
ー
タ
が
少
な
い
の
が
課
題
。
参
考
ま
で
に
長
崎
大
学
に
よ
る
歯
周
病
検
診
デ
ー
タ
で
現
状
確
認
し
て
い
る
が
、
県
と
比
べ
4
0
歳
代
で
喪
失
歯

の
あ
る
者
の
割
合
が
多
い
。
歯
科
保
健
推
進
協
議
会
で
協
議
し
、
成
人
期
の
問
診
型
歯
科
健
診
の
実
施
を
検
討
。

（
４
）
高
齢
期

五
島
市
の
歯
科
保
健
を
評
価
す
る
デ
ー
タ
が
少
な
い
の
が
課
題
。
参
考
ま
で
に
長
崎
大
学
の
歯
周
病
検
診
デ
ー
タ
で
現
状
確
認
し
て
い
る
が
、
県
と
比
べ
6
0
歳
代
で
2
4
本
以
上
の

歯
を
有
す
る
者
、
8
0
歳
で
2
0
本
以
上
の
歯
を
有
す
る
者
の
割
合
が
低
い
。
成
人
期
と
同
様
、
問
診
型
歯
科
健
診
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
。
ま
た
、
訪
問
診
療
の
実
態
把
握

に
つ
い
て
、
保
健
所
歯
科
保
健
協
議
会
の
活
用
に
よ
り
、
今
後
の
取
組
方
針
の
協
議
が
必
要
。

【
保
健
所
が
必
要
と
考
え
る
地
域
で
行
う
取
組
】
保
健
所
歯
科
保
健
協
議
会
に
よ
る
歯
科
保
健
対
策
の
評
価
及
び
推
進
、
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
。

（
１
）
乳
幼
児
期

フ
ッ
化
物
洗
口
事
業
の
継
続
的
な
実
施
。
乳
幼
児
健
診
で
の
普
及
啓
発
。

（
２
）
学
齢
期

県
の
補
助
期
間
終
了
後
も
フ
ッ
化
物
洗
口
事
業
の
継
続
的
な
実
施
。
中
学
校
や
高
校
で
の
歯
周
病
予
防
に
関
す
る
啓
発
推
進
。

（
３
）
成
人
期

成
人
期
か
ら
継
続
し
た
歯
周
病
対
策
を
推
進
で
き
る
よ
う
に
歯
周
病
検
診
な
ど
の
歯
科
健
診
の
普
及
や
か
か
り
つ
け
歯
科
医
を
受
診
し
や
す
い
環
境
整
備
が
必
要
。

（
４
）
高
齢
期

高
齢
者
の
口
腔
ケ
ア
に
関
す
る
現
状
を
正
し
く
把
握
す
る
。

【
保
健
所
が
必
要
と
考
え
る
地
域
で
行
う
取
組
】
歯
周
病
予
防
や
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
予
防
の
た
め
の
普
及
啓
発
。

（
１
）
乳
幼
児
期

・
フ
ッ
化
物
応
用
に
よ
る
む
し
歯
予
防
は
、
4
歳
児
以
上
に
対
す
る
保
育
所
・
幼
稚
園
の
体
制
は
整
い
、
今
後
の
む
し
歯
予
防
に
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
甘
味
飲
料
を
飲
ま
な
い
1
2
ヶ
月
児
の
割
合
や
3
歳
児
以
下
が
対
象
の
フ
ッ
化
物
塗
布
券
利
用
率
等
の
減
少
が
み
ら
れ
、
生
活
習
慣
や
行
動
の
改
善
は
一
部
に
と
ど
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
保
健
所
で
は
、
市
が
実
施
す
る
親
世
代
へ
の
普
及
啓
発
に
加
え
、
祖
父
母
の
乳
幼
児
に
対
す
る
む
し
歯
予
防
知
識
の
普
及
を
図
る
た
め
実
施
し
て
い
る
「
祖
父
母
は
な
ま
る
教

室
」
へ
の
支
援
を
続
け
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

・
市
と
共
同
で
開
催
す
る
歯
科
保
健
協
議
会
や
デ
ン
タ
ル
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
通
じ
て
、
乳
幼
児
期
の
虫
歯
予
防
に
関
す
る
知
識
の
普
及
を
引
続
き
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
複
数
の
む
し
歯
を
有
す
る
ハ
イ
リ
ス
ク
乳
幼
児
が
全
体
の
む
し
歯
数
な
ど
を
引
き
上
げ
て
い
る
現
状
か
ら
、
そ
の
把
握
と
対
応
に
つ
い
て
市
と
協
議
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
２
）
学
齢
期

H
2
9
年
度
に
管
内
全
小
学
校
で
、
H
3
1
年
度
に
管
内
全
中
学
校
で
フ
ッ
化
物
洗
口
が
行
わ
れ
る
体
制
が
整
い
ま
し
た
。
管
内
の
学
童
期
に
お
け
る
む
し
歯
保
有
率
は
県
全
体
と
比

較
す
る
と
高
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
今
後
改
善
が
期
待
で
き
き
ま
す
。
1
人
あ
た
り
の
む
し
歯
の
本
数
は
個
人
差
が
大
き
い
た
め
、
乳
幼
児
期
か
ら
の
対
策
が
重
要
で
す
。

（
３
）
成
人
期

歯
周
疾
患
健
診
受
診
率
は
低
い
状
況
に
あ
り
、
歯
科
健
診
の
推
進
や
か
か
り
つ
け
歯
科
医
に
よ
る
管
理
推
進
が
必
要
で
す
。
今
後
、
家
族
ぐ
る
み
で
か
か
り
つ
け
歯
科
医
院
を
も
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
、
今
後
の
の
デ
ン
タ
ル
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
実
行
委
員
に
P
T
A
連
合
会
に
入
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
働
き
か
け
る
等
こ
ど
も
の
取
組
み
か
ら
家
族
へ
の
波
及
効
果

を
狙
っ
た
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

（
４
）
高
齢
期

壱
岐
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
広
域
支
援
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
施
設
や
在
宅
療
養
者
を
支
援
す
る
福
祉
職
等
を
対
象
と
し
た
研
修
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
保
健
所
は
広
域
支

援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
を
図
り
、
地
域
の
人
材
育
成
が
進
む
よ
う
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

【
保
健
所
が
必
要
と
考
え
る
地
域
で
行
う
取
組
】
定
期
検
診
を
実
施
す
る
人
の
増
加
、
歯
周
疾
患
検
診
の
受
診
率
向
上
を
図
る
た
め
の
取
組
み

県
立
保
健
所

五
島

県
立
保
健
所

上
五
島

県
立
保
健
所

壱
岐



項
目

地
域
の
取
組
や
現
状
に
対
す
る
県
立
保
健
所
の
所
感
及
び
今
後
の
取
組
方
針

（
１
）
乳
幼
児
期

3
歳
児
の
一
人
平
均
む
し
歯
数
は
、
年
々
改
善
し
て
い
る
が
、
県
と
比
べ
ま
だ
多
い
状
況
。
５
歳
児
の
一
人
平
均
む
し
歯
数
は
改
善
が
み
ら
れ
る
な
ど
し
て
い
る
が
、
定
期
的
健
診

を
受
け
る
児
の
割
合
な
ど
目
標
達
成
に
は
ま
だ
ま
だ
及
ば
な
い
状
況
。
乳
幼
児
健
診
時
等
に
お
け
る
健
康
教
育
、
１
．
６
・
２
歳
・
３
歳
児
の
歯
科
健
診
や
フ
ッ
化
物
塗
布
事
業
等

は
実
施
さ
れ
て
い
る
。
保
護
者
へ
の
予
防
意
識
の
啓
発
等
を
更
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

（
２
）
学
齢
期

1
2
歳
児
の
一
人
平
均
む
し
歯
の
本
数
は
、
年
々
減
少
し
て
お
り
、
県
全
体
よ
り
も
よ
い
数
値
を
達
成
で
き
た
。
１
５
歳
の
歯
肉
に
異
常
の
な
い
者
の
割
合
、
ま
た
１
８
歳
の
歯
周

疾
患
有
病
率
と
も
に
、
こ
こ
数
年
減
少
傾
向
。
保
育
所
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
、
小
学
校
、
中
学
校
に
お
け
る
フ
ッ
化
物
洗
口
実
施
施
設
の
割
合
は
、
１
０
０
％
で
あ
る
。

小
・
中
学
校
等
で
の
む
し
歯
・
歯
周
病
予
防
に
関
す
る
啓
発
に
つ
い
て
も
更
に
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
成
人
期

妊
婦
と
そ
の
夫
を
対
象
と
し
た
成
人
歯
科
健
診
・
保
健
指
導
等
を
実
施
し
て
お
り
、
受
診
率
は
年
々
増
加
傾
向
で
あ
る
。

４
０
歳
以
上
を
対
象
と
し
た
歯
科
健
診
は
未
実
施
で
あ
る
が
、
対
馬
市
の
成
人
歯
科
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
対
馬
地
区
歯
科
保
健
推
進
協
議
会
で
協
議
し
、
特
定
健
診
時
の
生
活
歯

援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
た
歯
科
保
健
指
導
な
ど
の
新
た
な
取
り
組
み
を
開
始
し
て
い
る
。
今
後
も
引
き
続
き
、
歯
周
病
予
防
対
策
・
成
人
歯
科
の
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

（
４
）
高
齢
期

対
馬
市
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
口
腔
衛
生
訪
問
指
導
、
在
宅
訪
問
歯
科
診
療
な
ど
を
継
続
し
、
口
腔
の
定
期
的
チ
ェ
ッ
ク
や
口
腔
ケ
ア
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。
ま

た
、
歯
科
・
介
護
連
携
等
に
よ
り
要
介
護
者
等
の
口
腔
状
況
の
改
善
か
ら
生
活
の
質
の
向
上
を
図
る
取
り
組
み
も
必
要
で
あ
る
。

【
保
健
所
が
必
要
と
考
え
る
地
域
で
行
う
取
組
】
歯
科
保
健
推
進
協
議
会
に
お
い
て
、
「
歯
周
病
予
防
・
成
人
期
の
歯
科
保
健
対
策
」
及
び
「
フ
ッ
化
物
洗
口
に
よ
る
む
し
歯
予
防
対
策
」
「
高
齢
者
の
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
予
防
」

に
つ
い
て
、
重
点
的
に
協
議
（
進
捗
確
認
含
む
）
し
、
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

県
立
保
健
所

対
馬



【
参
考
：
デ
ー
タ
収
集
し
て
い
る
市
町
】

平
成
3
0
年
度
評
価

１
．
目
標

（
１
）
成
果
指
標

圏
域

長
崎

佐
世
保

県
南

県
央

県
央

県
北

県
北

対
馬

壱
岐

五
島

西
彼

県
南

県
南

西
彼

西
彼

県
央

県
央

県
央

上
五
島

県
北

上
五
島

評
価

長
崎
市
佐
世
保
市
島
原
市

諫
早
市

大
村
市

平
戸
市

松
浦
市

対
馬
市

壱
岐
市

五
島
市

西
海
市

雲
仙
市

南
島
原
市
長
与
町

時
津
町

東
彼
杵
町
川
棚
町

波
佐
見
町
小
値
賀
町
佐
々
町

新
上
五
島
町

4
0
歳
代
で
喪
失
歯
の
な
い
者
の
増
加
（
R
4
目
標
：
8
0
%
）

×
○

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
1
市
町

2
0
歳
代
に
お
け
る
歯
肉
に
炎
症
所
見
を
有
す
る
者
の
割
合
の

減
少
（
R
4
目
標
：
2
5
%
）

×
○

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
1
市
町

4
0
歳
代
に
お
け
る
進
行
し
た
歯
周
炎
を
有
す
る
者
の
割
合
の

減
少
（
R
4
目
標
：
2
5
%
）

×
○

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
1
市
町

6
0
歳
代
に
お
け
る
咀
嚼
良
好
者
の
増
加
（
R
4
目
標
：
9
0
%
）

×
○

×
×

○
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
2
市
町

6
0
歳
代
で
2
4
歯
以
上
の
歯
を
有
す
る
者
の
増
加
（
R
4
目
標
：

7
0
%
）

×
○

×
×

○
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
2
市
町

8
0
歳
で
2
0
歯
以
上
の
歯
を
有
す
る
者
の
増
加
（
R
4
目
標
：

5
0
%
）

×
○

×
×

○
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
2
市
町

6
0
歳
代
に
お
け
る
進
行
し
た
歯
周
炎
を
有
す
る
者
の
割
合
の

減
少
（
R
4
目
標
：
4
5
%
）

×
○

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
1
市
町

（
２
）
活
動
指
標

圏
域

長
崎

佐
世
保

県
南

県
央

県
央

県
北

県
北

対
馬

壱
岐

五
島

西
彼

県
南

県
南

西
彼

西
彼

県
央

県
央

県
央

上
五
島

県
北

上
五
島

評
価

長
崎
市
佐
世
保
市
島
原
市

諫
早
市

大
村
市

平
戸
市

松
浦
市

対
馬
市

壱
岐
市

五
島
市

西
海
市

雲
仙
市

南
島
原
市
長
与
町

時
津
町

東
彼
杵
町
川
棚
町

波
佐
見
町
小
値
賀
町
佐
々
町

新
上
五
島
町

過
去
1
年
間
に
歯
科
健
康
診
査
を
受
診
し
た
者
の
割
合
の
増
加

（
R
4
目
標
：
6
5
%
）

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
1
市
町

【
再
掲
】

過
去
1
年
間
に
歯
科
健
康
診
査
を
受
診
し
た
者
の
割
合
の
増
加

（
R
4
目
標
：
6
5
%
）

×
×

×
×

×
○

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
1
市
町

３
．
成
人
期

４
．
高
齢
期

デ
ー
タ
有

市
町
数

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

ま
た
は
社
会
分
野

デ
ー
タ
有

市
町
数

４
．
高
齢
期

３
．
成
人
期

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

ま
た
は
社
会
分
野



（
R
3
.3
.3
1
現

在
）

○
令

和
２
年

度
県

内
施

設
の

フ
ッ
化

物
洗

口
実

施
状

況
（
市

町
別

）

実
施
数

施
設

総
数

実
施
率

実
施
数

施
設

総
数

実
施
率

実
施
数

施
設

総
数

実
施
率

実
施
数

施
設

総
数

実
施
率

実
施
数

施
設

総
数

実
施
率

実
施
数

施
設

総
数

実
施
率

実
施
数

施
設

総
数

実
施
率

長
崎
市

長
崎
市

佐
世

保
市

佐
世
保
市

西
海
市

長
与
町

時
津
町

諫
早
市

大
村
市

東
彼
杵
町

川
棚
町

波
佐
見
町

島
原
市

雲
仙
市

南
島
原
市

平
戸
市

松
浦
市

佐
々
町

五
島

五
島
市

小
値
賀
町

新
上

五
島

町

壱
岐

壱
岐
市

対
馬

対
馬
市

県
立
学
校

公
立
学
校
小
計

圏
域

市
町
名

幼
保
施
設

小
学
校
施
設

保
育

所
（
認

可
・
認

可
外

・
へ

き
地

）
幼

稚
園

（
国

立
除

く
）

幼
保

施
設

計
（
歯

な
ま
る
評

価
用

）
小

学
校

（
私

立
含

・
国

立
除

く
）

西
彼 西

彼
小
計

県
央 県

央
小
計

県
南 県

南
小
計

県
全
体

認
定
こ
ど
も
園

幼
保

施
設

・
小

学
校

の
計

中
学

校
（
私

立
含

・
国

立
除

く
）

県
北 県

北
小
計

上
五
島

上
五
島
小
計

市
町
小
計

私
立
学
校



（
R
3
.3
.3
1
現

在
）

○
令

和
２
年

度
県

内
施

設
の

フ
ッ
化

物
洗

口
実

施
者

の
状

況
（
市

町
別

）

実
施

者
数

施
設
対
象
者
数
実
施
者
率

実
施

者
数

施
設
対
象
者
数
実
施
者
率

実
施

者
数

施
設
対
象
者
数
実
施
者
率

実
施

者
数

施
設
対
象
者
数
実
施
者
率

実
施

者
数

施
設
対
象
者
数
実
施
者
率

実
施

者
数

施
設
対
象
者
数
実
施
者
率

実
施

者
数

施
設
対
象
者
数
実
施
者
率

長
崎
市

長
崎
市

佐
世

保
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法律第九十五号（平二十三年八月十日） 

歯科口腔保健の推進に関する法律 
 

 （目的） 

第一条 この法律は、口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な

役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔

の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持（以

下「歯科口腔保健」という。）の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体

の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定

めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の

向上に寄与することを目的とする。 

 

 （基本理念） 

第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければ

ならない。 

 一 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うととも

に、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 

 二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾

患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。 

 三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、

その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、歯科口

腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国と

の連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

 （歯科医師等の責務） 

第四条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務（以

下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。）に従事する者は、歯科

口腔保健（歯の機能の回復によるものを含む。）に資するよう、医師その他歯科医療等業務

に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、

国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものと

する。 

 

 （国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務） 

第五条 法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公

共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。 

 

 （国民の責務） 

第六条 国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活におい

て自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診（健康診査及

び健康診断を含む。第八条において同じ。）を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受け

ることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。 

 

 

 

 



 （歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等） 

第七条 国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、

生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、

歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保

健に関する国民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

 （定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等） 

第八条 国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応

じて歯科保健指導を受けること（以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受ける

こと等」という。）を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要

な施策を講ずるものとする。 

 

 （障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等） 

第九条 国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期

的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診

を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるも

のとする。 

 

 （歯科疾患の予防のための措置等） 

第十条 前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見

地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関す

る施策を講ずるものとする。 

 

 （口腔の健康に関する調査及び研究の推進等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が

全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する

研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために

必要な施策を講ずるものとする。 

 

 （歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等） 

第十二条 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それ

らの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。 

２ 前項の基本的事項は、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第七条第一項に規定する

基本方針、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第四条第一項に規定する基本指針その

他の法律の規定による方針又は指針であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの

と調和が保たれたものでなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表するものとする。 

第十三条 都道府県は、前条第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、

当該都道府県において第七条から第十一条までの規定により講ぜられる施策につき、それら

の総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるよう努めなければな

らない。 

２ 前項の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他

の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保

たれたものでなければならない。 

 



 （財政上の措置等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

 （口腔保健支援センター） 

第十五条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けるこ

とができる。 

２ 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科

医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。 

 

   附 則 

 この法律は、公布の日から施行する。 



 

長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進条例 

（平成21年長崎県条例第73号） 

（目的） 

第１条 この条例は、歯・口腔
くう

の健康づくりが糖尿病等の生活習慣病の対策をはじめとする

県民の全身の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ、他県に比べ高い県民の歯科疾

患の有病率の低下及び県内における歯・口腔
くう

の健康に関する地域間等の格差の是正を図る

ため、県民の生涯にわたる歯・口腔
くう

の健康づくりに関し、その基本理念を定め、県の責務

及び市町、教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者、県民等の役割を明らかにし、並びに

歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する計画の策定について定めること等により、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康増進及び県民

の健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 歯・口腔
くう

の健康づくりは、すべての県民が生涯を通じて、自らむし歯、歯周疾患等

の予防及び口腔
くう

機能の向上に取り組むとともに、適切な時期に必要な歯科口腔
くう

保健サービ

ス、医療等を受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければ

ならない。 

 （県の責務） 

第３条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、本県の特

性に応じた歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び

実施する責務を有する。 

（市町の役割） 

第４条 市町は、基本理念を踏まえ、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95

号。以下「歯科口腔保健法」という。）、健康増進法（平成14年法律第103号）、母子保健法

（昭和40年法律第141号）等の歯・口腔
くう

の健康づくりに関する法令の規定に基づく歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を継続的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。 

 （教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等の役割） 

第５条 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等（以下「教育関係者等」という。）は、

基本理念にのっとり、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯・口腔
くう

の

健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。 

２ 教育関係者等は、前項の目的を達成するため、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりを支援する

ための研修等を実施するよう努めるものとする。 

（事業者及び保険者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、県内の事業所で雇用する労働者の歯科健診（健康

診査又は健康診断において実施する歯科に関する健診を含む。）及び歯科保健指導（以下「歯

科健診等」という。）の機会の確保その他の歯・口腔
くう

の健康づくりに関する取組を推進する

よう努めるものとする。 

２ 保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者及びその被扶養者の歯科健診等の機会

の確保その他の歯・口腔
くう

の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

 （県民の役割） 

第７条 県民は、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する知識を持ち、更に理解を深めるよう努める



 

ものとする。 

２ 県民は、県及び市町が実施する歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を活用すること、か

かりつけ歯科医の支援を受けること等により、自ら歯・口腔
くう

の健康づくりに取り組むよう

努めるものとする。 

（長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画） 

第８条 県は、県民の生涯にわたる歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的

に推進するため、歯科口腔保健法第13条第１項に規定する計画として、歯・口腔
くう

の健康づ

くりに関する基本的な計画（以下「長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画」という。）を定

めるものとする。 

２ 県は、長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画を定めようとするときは、あらかじめ歯・

口腔
くう

の健康づくりに関する学識経験者の意見を聴くとともに、県民、市町その他歯・口腔
くう

の健康づくりに係る活動を行う関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画の策定に当たっては、歯科口腔保健法第12条に規

定する歯科口腔
くう

保健の推進に関する基本的事項を勘案し、健康増進法に基づく健康増進計

画、医療法（昭和23年法律第205号）に基づく医療計画、介護保険法（平成９年法律第123

号）に基づく介護保険事業支援計画その他の県が策定する歯・口腔
くう

の健康づくりに関する

計画との調和及び連携に努めるとともに、離島、へき地及び中山間地域の地域性及び特殊

性に配慮するものとする。 

４ 県は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画を定めたときは、速やかに、これを県民に

公表しなければならない。 

５ 長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画は、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策の進捗状

況等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 

６ 第２項から第４項までの規定は、長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画の変更について

準用する。 

 （市町歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画） 

第９条 市町は、当該市町の実情に応じた歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策をより継続的

かつ効果的に推進するため、長崎県歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画の内容を踏まえ、当該

区域における歯・口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な計画（以下「市町歯・口腔
くう

の健康づ

くり推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 県は、市町が市町歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画を定めようとする場合には、当該市町

の求めに応じ、適切な情報の提供及び専門的又は技術的な助言を行うものとする。 

３ 県は、前項に定めるもののほか、市町歯・口腔
くう

の健康づくり推進計画の策定状況等市町

における歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策の実施状況を勘案した上で、市町に対して必

要な支援を行うよう努めるものとする。 

（基本的施策の実施） 

第10条 知事又は県教育委員会は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりを推進するための基本的施

策として、次に掲げる事項を実施するものとする。 

(1) 県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに教育関係者等と

の連携体制の構築に関すること。 



 

(2) 市町長又は市町教育委員会が行う効果的なむし歯予防対策、妊産婦及びその配偶者（婚

姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）並びに乳幼児に

対する歯科保健事業、学校歯科保健事業等を通じた県民の生涯にわたる歯科健診を含めた

効果的な歯・口腔
くう

の疾患の予防及び健康づくりに関する施策の促進に関すること。 

(3) 第８条第２項の関係者が行う歯・口腔
くう

の健康づくりに関する取組の促進に関すること。 

(4) 歯科、医科、薬科及び多職種との適切な連携（歯科、医科、薬科及び多職種に係る医療

機関、教育機関その他の関係者における相互の適切な連携をいう。）による歯・口腔
くう

の健康

づくりに関する取組、細菌性又はウイルス性の疾患の予防という観点から、糖尿病を主と

した全身疾患及び歯科疾患が関係する取組並びに周術期における口腔
くう

機能管理の適切な実

施のための連携体制構築の推進に関すること。 

(5) 県民が定期的に歯科健診を受けることの勧奨その他必要な施策に関すること。 

(6) スポーツ、労働等によって生じる歯・口腔
くう

に関する外傷及び障害等の防止並びにこれら

の軽減を図るための対策の推進に関すること。 

(7) 成人期（学生を含む。）における歯周病の予防対策の推進に関すること。 

(8) 医療的ケア児、医療的ケア者、障害児、障害者、要介護者等に対する適切な口腔
くう

健康管

理に係る施策の推進に関すること。 

(9) 高齢者がフレイル状態（加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低

下した状態をいう。）になることを予防するため、オーラルフレイル対策（心身の機能の低

下につながる口腔
くう

機能の虚弱な状態を早期に把握し、及び回復させ、並びに当該状態にな

ることを未然に防ぐための取組をいう。）に係る施策の推進に関すること。 

(10) 児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待等の早期発見に資する歯科医療機関等との連携及

び関係者の資質向上に関すること。 

(11) 災害発生時及び感染症まん延時における歯科保健医療等の提供体制の確保及び資質の

向上に関する施策の推進に関すること。 

(12) 歯科衛生士をはじめとする歯・口腔
くう

の健康づくりの推進に従事する者の確保、養成及

び資質の向上に関する施策の推進に関すること。 

(13) 歯・口腔
くう

の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進に関すること。 

(14) 前各号に掲げるもののほか、歯・口腔
くう

の健康づくりを推進するために必要な施策の推

進に関すること。 

２ 県は、前項各号に掲げる基本的施策を実施するため、市町、事業者、保険者、学校等が行

う歯・口腔
くう

の健康づくりに関する活動に対し、その設置する保健所による広域的又は専門

的な見地からの情報の提供、助言等を行うものとする。 

（効果的な歯・口腔
くう

の健康づくり対策の促進等） 

第11条 県は、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔
くう

の健康づくりの推進を図るため、学校等

におけるフッ化物洗口の普及その他の効果的な歯・口腔
くう

の健康づくり対策の促進に必要な

措置を講ずるものとする。 

２ 知事又は県教育委員会は、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校等において

フッ化物洗口等のフッ化物を用いた歯・口腔
くう

の健康づくりに関する取組が実施される場合

は、各実施主体に対し、学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第５条に規定する学校保

健計画又はそれに準じた計画に位置付け実施すること等その的確な実施のための必要な助



 

言を行うものとする。 

（歯と口の健康週間） 

第12条 県民の間に広く歯・口腔
くう

の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的

に歯科疾患を予防する意欲を高めるため、歯と口の健康週間を設ける。 

２ 歯と口の健康週間は、６月４日から同月10日までとする。 

３ 県は、市町と連携し、歯と口の健康週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。 

（県民歯科疾患実態調査等） 

第13条 知事は、県民の歯・口腔
くう

の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とする

ため、国が実施する歯科疾患実態調査時に合わせて、県民の歯科疾患等の実態についての

調査（以下「県民歯科疾患実態調査」という。）を行うものとする。 

２ 知事及び県教育委員会は、県民の幼児期からの歯・口腔
くう

の健康づくりを効果的に推進す

るため幼児、児童及び生徒のむし歯及び歯周疾患の罹患状況等について、毎年調査を実施

するものとする。 

３ 県民歯科疾患実態調査及び前項の調査は、その結果を公表するものとする。 

 （財政上の措置） 

第14条 県は、歯・口腔
くう

の健康づくりに関する施策を推進するため、予算の範囲内で必要な

財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成22年６月４日から施行する。 

 （令和2年12月25日条例第55号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


